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○ 通所リハビリテーション 基本報酬
○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価
① １（１）③災害への地域と連携した対応の強化★
② １（１）④通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応
③ ２（１）②認知症に係る取組の情報公表の推進★
④ ２（１）④認知症介護基礎研修の受講の義務づけ★
⑤ ２（４）①訪問介護における通院等乗降介助の見直し★
⑥ ２（７）⑤特例居宅介護サービス費による地域の実情に応じたサービス提供の確保★
⑦ ３（１）①リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進★
⑧ ３（１）②リハビリテーションマネジメント加算の見直し★
⑨ ３（１）⑤社会参加支援加算の見直し
⑩ ３（１）⑥生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し★
⑪ ３（１）⑦リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し★
⑫ ３（１）⑪通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し
⑬ ３（１）⑰通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実★
⑭ ３（１）⑱通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実★
⑮ ４（１）①処遇改善加算の職場環境等要件の見直し★
⑯ ４（１）②介護職員等特定処遇改善加算の見直し★
⑰ ４（１）③サービス提供体制強化加算の見直し★
⑱ ５（１）①同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の計算方法の適正化★
⑲ ５（１）④長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化（予防のみ）
⑳ ５（１）⑩介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止★
㉑ ５（１）⑫サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保★

改定事項

２．（４） 通所リハビリテーション
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○通所リハビリテーション
【例】要介護３、通常規模型の場合

＜現行＞ ＜改定後＞
１時間以上２時間未満 390単位／回 １時間以上２時間未満 426単位／回
２時間以上３時間未満 457単位／回 ２時間以上３時間未満 494単位／回
３時間以上４時間未満 599単位／回 ３時間以上４時間未満 638単位／回
４時間以上５時間未満 684単位／回 ４時間以上５時間未満 725単位／回
５時間以上６時間未満 803単位／回 ５時間以上６時間未満 846単位／回
６時間以上７時間未満 929単位／回 ６時間以上７時間未満 974単位／回
７時間以上８時間未満 993単位／回 ７時間以上８時間未満 1,039単位／回

【例】要介護３、大規模の事業所（Ⅱ）の場合
＜現行＞ ＜改定後＞

１時間以上２時間未満 375単位／回 １時間以上２時間未満 411単位／回
２時間以上３時間未満 439単位／回 ２時間以上３時間未満 477単位／回
３時間以上４時間未満 576単位／回 ３時間以上４時間未満 616単位／回
４時間以上５時間未満 648単位／回 ４時間以上５時間未満 689単位／回
５時間以上６時間未満 750単位／回 ５時間以上６時間未満 793単位／回
６時間以上７時間未満 874単位／回 ６時間以上７時間未満 919単位／回
７時間以上８時間未満 927単位／回 ７時間以上８時間未満 973単位／回

○介護予防通所リハビリテーション
＜現行＞ ＜改定後＞
要支援１ 1,721単位／月 要支援１ 2,053単位／月
要支援２ 3,634単位／月 要支援２ 3,999単位／月

単位数

通所リハビリテーション 基本報酬
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○ 新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、全てのサービスについて、令和３年９月末
までの間、基本報酬に0.1％上乗せする。

概要

新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価

-3-
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○ 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係機関と
の連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護
等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととす
る。【省令改正】

概要

１．③ 災害への地域と連携した対応の強化

【通所系サービス★、短期入所系サービス★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、施設系サービス】

-4-



１．④ 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

大規模型Ⅰ
751人～
900人以下

要介護1～5
655～

1,142単位

要介護1～5
626～

1,092単位

通常規模型

～750人以下

延べ利用者数

大規模型Ⅱ

901人以上

要介護1～5
604～

1,054単位

単位

（注） 「新型コロナウイルス感染症に
係る介護サービス事業所の人員基
準等の臨時的な取扱いについて
（第12報）」（令和２年６月１日事務
連絡）で示している請求単位数の
特例は、上記の対応が実施される
までの間とする。

（7時間以上８時間未満の場合）

概要・算定要件

＜現行＞ ＜改定後＞
なし → ア 通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰについて、通所介護又は通所リハの通常規模型の基本報酬

通所介護又は通所リハの大規模型Ⅱについて、通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰ又は通常規模型の基本報酬
イ 基本報酬の100分の３の加算（新設）

単位数

○ 通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス
提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利

用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。【通知改正】
イ 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から５％以上減少している場合、３か月間（※

２）、基本報酬の３％の加算を行う（※３）。【告示改正】
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から５％以上の利用者減に対する適用

にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※１ ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※２ 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※３ 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

【通所介護の場合】

同一規模区分内で
減少した場合の加算

○ 利用者減の月の実績が、
前年度の平均延べ利用者数
等から５％以上減少してい
る場合に、基本報酬の３％
の加算を算定可能。

規模区分の変更の特例

○ 利用者減がある場合、前年度の
平均延べ利用者数ではなく、
利用者減の月の実績を基礎とし、
・大規模型Ⅰは通常規模型
・大規模型Ⅱは大規模型Ⅰ
又は通常規模型

を算定可能。

（※）「同一規模区分内で減少した場合の加算」「規模区分の変
更の特例」の両方に該当する場合は、後者を適用。＋3%

＋3%

＋3%

6

【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】

-5-
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○ 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介
護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。【通知改正】

具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平18老振発0331007）別添１につい
て以下の改正を行う。

概要

２．（１）② 認知症に係る取組の情報公表の推進

別添１：基本情報調査票（下の表は、夜間対応型訪問介護の例）
（枝番）

３．事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況

事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組

アセッサー（評価者）の人数 人

人 人 人 人

外部評価（介護プロフェッショナルキャリア段位制度）の実施状況 ［ ］ 0. なし・　1. あり

（その内容）

（20XX年XX月XX日現在）

計画年度 年度 記入年月日

事業所名： 事業所番号：

基本情報調査票：夜間対応型訪問介護

記入者名 所属・職名

レベル２② レベル３ レベル４
段位取得者の人数

レベル２①

【見直し】
認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、

認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、
受講人数を入力させる

【現行】

【全サービス（介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除く）★】

-6-



○ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護
に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、
医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じること
を義務づける。【省令改正】

その際、３年の経過措置期間を設けることとするとともに、新入職員の受講についても１年の猶予期間を設け
ることとする。

概要

２．（１）④ 認知症介護基礎研修の受講の義務づけ

【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】 【認知症介護基礎研修】

【目標】

介護に携わる全ての職員の
受講

新任の介護職員等が認知症
介護に最低限必要な知識、
技能を修得指導者

研修

実践リーダー

研修

実践者研修

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

認
知
症
介
護
実
践
研
修

研修の目的 受講要件

・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又は
これに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれて
いる者
等のいずれの要件も満たす者

・概ね５年以上の実務経験があり、チー
ムのリーダーになることが予定され、実践
者研修を修了して１年以上経過した者

・原則、身体介護に関する知
識、技術を修得しており、概ね
実務経験２年程度の者

・認知症介護実践研修の企画立案、
介護の質の改善について指導でき
る者を養成

・事業所内のケアチームに
おけるリーダーを養成

・認知症介護の理念、
知識及び技術を修得

（参考）介護従事者等の認知症対応力向上の促進

12

【全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く）★】
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○ 通院等乗降介助について、利用者の身体的・経済的負担の軽減や利便性の向上の観点から、目的地が複数ある
場合であっても、居宅が始点又は終点となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、通所系サービ
ス・短期入所系サービスの事業所から病院等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関しても、同一
の事業所が行うことを条件に、算定可能とする。【通知改正】

この場合、通所系サービス・短期入所系サービス事業所は送迎を行わないことから、通所系サービスについて
は利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算を適用し、短期入所系サービスについては、利用者に対
して送迎を行う場合の加算を算定できないこととする。

概要

通院等乗降介助 ※今回改定後の単位数
単位数

算定要件等

２．（４）① 訪問介護における通院等乗降介助の見直し

通所系・短期入所系事業所

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅 自宅

Ａ病院等 Ｂ病院等

自宅 自宅

病院間の算定を可能にす
ることで、効率的な移動

が可能となる。

③

②

①

※①又は③の算定がある場合のみ、
②の算定を可能とする。

病院等

自宅

送迎

①

②

※②の算定がある場合のみ、
①の算定を可能とする。

パ

タ
␗

ン

１

パ

タ
␗

ン

２

現行 見直しイメージ

デイ等・病院間の
算定を可能にすることで、
効率的な移動が可能となる。

送迎

自宅 自宅 自宅 自宅

病院等

送迎

・
車
両
へ
の
乗
降
介
助
等
が
介
護
保
険
の
対
象

・
移
送
に
係
る
運
賃
は
介
護
保
険
の
対
象
外

通所系・短期入所系事業所

99単位／片道

【訪問介護、通所系サービス★、短期入所系サービス★】
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○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和２年の地方
分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象
地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】

概要

２．（７）⑤ 特例居宅介護サービス費による
地域の実情に応じたサービス提供の確保

○サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ

らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域

○中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対

してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価

単位数 要件

① 特別地域加算 15／100
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥
豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由により
サービスの確保が著しく困難な地域

② 中山間地域等の小規模
事業所加算 10／100

厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ②辺地 ③半島振興対策実施地域 ④特定農山村 ⑤過
疎地域

③ 中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供
加算

５ ／100
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興
山村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★、
居宅介護支援、介護予防支援】
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○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組を一体的に運用し、自立支援・重度化防止を効果的に進め
る観点から見直しを行う。【通知改正】

概要

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する加算等の算定要件とされている計画作成や会議について、
リハビリテーション専門職、管理栄養士、歯科衛生士が必要に応じて参加することを明確化する。

○ リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養に関する各種計画書（リハビリテーション計画書、栄養ケア計画
書、口腔機能向上サービスの管理指導計画・実施記録）について、重複する記載項目を整理するとともに、それ
ぞれの実施計画を一体的に記入できる様式を設ける。

算定要件等

３．（１）① リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の取組の一体的な推進

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護
★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉
施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 自立支援・重度化防止に向けた更なる質の高い取組を促す観点から、リハビリテーションマネジメント加算につ
いて以下の見直しを行う。
・ 報酬体系の簡素化と事務負担軽減の観点から、リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）及び介護予防のリ

ハビリテーションマネジメント加算は廃止し、同加算の算定要件は基本報酬の算定要件とし、基本報酬で評価を
行う。【告示改正】

・ 訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの評価の整合性を図る観点から、リハビリテーションマネ
ジメント加算（Ⅱ）及び（Ⅲ）の評価の見直しを行う。【告示改正】

・ リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）を廃止。定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー
ション計画の見直しが要件とされるリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）・（Ⅲ）において、事業所が
CHASE・VISITへデータを提出しフィードバックを受けPDCAサイクルを推進することを評価する。【告示改正】

・ CHASE・VISITへの入力負担の軽減やフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、リハ
ビリテーション計画書の項目について、データ提供する場合の必須項目と任意項目を設定する。【通知改正】

・ リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の了
解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。【通知改正】

概要

３．（１）② リハビリテーションマネジメント加算の見直し①

【訪問リハビリテーション★、通所リハビリテーション★】
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３．（１）② リハビリテーションマネジメント加算の見直し②

単位数

【訪問リハビリテーション】

＜現行＞
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 230単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ） 280単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ） 320単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ） 420単位／月 ⇒

（介護予防）
リハビリテーションマネジメント加算 230単位／月 ⇒

＜改定後＞
廃止
リハビリテーションマネジメント加算（A）イ

180単位／月
リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ

213単位／月（新設）

リハビリテーションマネジメント加算（B）イ
450単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ
483単位／月

廃止（加算（B）ロに組み替え）

廃止
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単位数

３．（１）② リハビリテーションマネジメント加算の見直し③

＜現行＞
リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ） 330単位／月 ⇒

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）
同意日の属する月から６月以内 850単位／月 ⇒
同意日の属する月から６月超 530単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）
同意日の属する月から６月以内 1,120単位／月 ⇒
同意日の属する月から６月超 800単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）
同意日の属する月から６月以内 1,220単位／月 ⇒
同意日の属する月から６月超 900単位／月

（３月に１回を限度）
（介護予防）
リハビリテーションマネジメント加算 330単位／月 ⇒

＜改定後＞
廃止

リハビリテーションマネジメント加算（A）イ
同意日の属する月から６月以内 560単位／月
同意日の属する月から６月超 240単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（A）ロ（新設）
同意日の属する月から６月以内 593単位／月
同意日の属する月から６月超 273単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（B）イ
同意日の属する月から６月以内 830単位／月
同意日の属する月から６月超 510単位／月

リハビリテーションマネジメント加算（B）ロ
同意日の属する月から６月以内 863単位／月
同意日の属する月から６月超 543単位／月

廃止（加算（B）ロに組み替え）

廃止

【通所リハビリテーション】
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【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
○リハビリテーションマネジメント加算の要件について
＜リハビリテーション加算（A）イ＞

・現行のリハビリテーション加算（Ⅱ）と同要件を設定
＜リハビリテーションマネジメント加算（Ａ）ロ＞

・リハビリテーション加算（A）イの要件に加え、利用者毎のリハビリテーション計画書等の内容等の情報を厚生
労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効
な実施のために必要な情報を活用していること。

＜リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）イ＞
・現行のリハビリテーションマネジメント加算（Ⅲ）と同要件を設定

＜リハビリテーションマネジメント加算（Ｂ）ロ＞
・現行のリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）と同要件を設定

○ CHASE・VISITへのデータ提供の内容について
CHASE・VISITへの入力負担の軽減及びフィードバックにより適するデータを優先的に収集する観点から、

リハビリテーション計画書の項目について、データ提出する場合の必須項目と任意項目を設定。

○リハビリテーション会議の開催について
リハビリテーションマネジメント加算の算定要件の一つである「定期的な会議の開催」について、利用者の

了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法により開催することを可能とする。

算定要件等

３．（１）② リハビリテーションマネジメント加算の見直し④
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＜現行＞

算
定
要
件

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ） 加算（Ⅳ）

＜改定後＞

加算（A）イ 加算（A）ロ

廃止
基本報酬の要件化

（赤枠部分）

加算（B）イ 加算（B）ロ

・PT、OT又はSTが利用者等に説
明・同意を得る。医師へ報告

・国への提出＆フィードバック

・医師が利用者等に説明・同意を得る

【リハビリテーション会議】
会議を開催し、利用者の状況等を構成員と共有。会議内容を記録

【リハビリテーション計画】

・進捗状況を定期的に評価し、必要に応じ見直しを実施

【医師の指示】
・医師がリハビリテーションの詳細な指示を実施。指示の内容を記録

【情報連携】
・PT、OT又はSTが、ケアマネを通じ、他の事業所に、介護の工夫等の情報を伝達

リハビリテーション計画の
国への提出＆フィードバック

なし あり

→ 改定により、ICT等での参加を可能に

72

訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算の見直しイメージ

廃止
（

加算（B）ロに
組み替え

リハビリテーション計画の
国への提出＆フィードバック

なし あり
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○ 社会参加支援加算について、算定要件である「社会参加への移行状況」の達成状況等を踏まえ、利用者に対す
る適時・適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から見直しを行う。【告示改正】

概要

算定要件等

３．（１）⑤ 社会参加支援加算の見直し

○ 加算の趣旨や内容を踏まえて、加算の名称を「移行支援加算」とする。
○ 以下を要件とする。（下線部が見直し箇所）
【訪問リハビリテーション】（現行と同様）

・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の５を
超えていること。

・リハビリテーションの利用の回転率

【通所リハビリテーション】
・評価対象期間においてリハビリテーション終了者のうち、指定通所介護等を実施した者の割合が、100分の３を

超えていること。
・リハビリテーションの利用の回転率

【訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション共通】
・評価対象期間中にリハビリテーションの提供を終了した日から起算して14日以降44日以内に、リハビリテー

ション終了者に対して、電話等により、指定通所介護等の実施状況を確認し、記録すること。
・リハビリテーション終了者が指定通所介護等の事業所へ移行するにあたり、当該利用者のリハビリテーション

計画書を移行先の事業所へ提供すること。

12月
平均利用延月数

≧ 27％ であること。

12月
平均利用延月数

≧ 25％ であること。

＜現行＞ ＜改定後＞
【訪問リハビリテーション】 社会参加支援加算 17単位／日 ⇒ 移行支援加算（※単位数は変更なし）
【通所リハビリテーション】 社会参加支援加算 12単位／日 ⇒ 移行支援加算（※単位数は変更なし）

単位数

【訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション】
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○ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について、廃用症候群や急性増悪等によって生活機能が低下した利
用者に対する、適時適切なリハビリテーションの提供を一層促進する観点から、事業所の加算を取得しない理由
等も踏まえ、見直しを行う。【告示改正】

概要

【通所リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

３月以内 2,000単位／月 ⇒ ６月以内 1,250単位／月
３月超、６月以内 1,000単位／月

※ 当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、 ⇒ 廃止
当該翌月から６月以内の間所定単位数を15／100減算

【介護予防通所リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

３月以内 900単位／月 ⇒ ６月以内 562単位／月
３月超、６月以内 450単位／月

※ 当該加算によるリハビリテーションを終えた後に継続する場合、 ⇒ 廃止
当該翌月から６月以内の間所定単位数を15／100減算

単位数

３．（１）⑥ 生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し①

【通所リハビリテーション★】
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○ 生活行為の内容の充実を図るための専門的な知識や経験を有する作業療法士、生活行為の内容の充実を図る
ための研修を修了した理学療法士、言語聴覚士が配置されていること

○ 生活行為の内容の充実を図るための目標や、目標を踏まえたリハビリテーションの実施頻度、実施場所等が
記載されたリハビリテーション実施計画を定めて、リハビリテーションを提供すること。

○ 当該計画で定めたリハビリテーションの実施期間中及びリハビリテーションの提供終了日前１月以内にリハ
ビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。

○ リハビリテーションマネジメント加算（A)・（B)のいずれかを算定していること（通所リハビリテーション
のみ）。

○ 指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
が当該利用者の居宅を訪問し生活行為に関する評価をおおむね１月に１回以上実施すること（新規）。

算定要件等

３．（１）⑥ 生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し②

リハビリテーションマネジメント

生活行為向上
リハビリテーション

基本報酬

利用開始日 ３月 ６月 12月

基本報酬

生活行為向上リハビリテーション減算

リハビリテーションマネジメント

生活行為向上
リハビリテーション

利用開始日 ３月 ６月 12月

【生活行為向上リハビリテーション実施加算の見直し（イメージ）】

①減算の廃止

②単位数を単一に

【現行】 【改定後】

※下線部が見直し箇所
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○ 業務効率化の観点から、リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の項目の共通化を行うとともに、リ
ハビリテーション計画書の固有の項目について、整理簡素化を図る。

概要

○ リハビリテーション計画書及び個別機能訓練計画書の様式を見直す。
算定要件等

３．（１）⑦ リハビリテーション計画書と個別機能訓練計画書の書式の見直し

共通部分 共通部分
（項目例） 本人・家族の希望 （項目例） 本人・家族の希望

原因疾患 原因疾患
合併疾患 合併疾患
基本動作 基本動作

ADL/IADL ADL/IADL
社会参加の状況 社会参加の状況
リハビリの目標 リハビリの目標
サービス内容 サービス内容

固有部分
（項目例） 将来の見込み

サービス提供中の具
体的対応

社会参加支援評価

リハビリテーション計画書 個別機能訓練計画書

様
式
の
共
通
化

整
理

＜見直しのイメージ＞

【訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★】
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○ 通所リハビリテーションにおける入浴介助加算について、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、以下
の見直しを行う。【告示改正】
ア 利用者が自宅において、自身又は家族等の介助によって入浴を行うことができるよう、利用者の身体状況や

医師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員等（以下、「医師等」という。）が訪問により把握した利用
者宅の浴室の環境を踏まえた個別の入浴計画を作成し、同計画に基づき事業所において個別の入浴介助を行う
ことを評価する新たな区分を設ける。

イ 現行相当の加算区分については、現行の入浴介助加算は多くの事業所で算定されていることを踏まえ、また、
新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
入浴介助加算 50単位／日 ⇒ 入浴介助加算（Ⅰ） 40単位／日

入浴介助加算（Ⅱ） 60単位／日（新設） ※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可

単位数

＜入浴介助加算（Ⅰ）＞(現行の入浴介助加算と同要件)
○ 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して、入浴介助を行う。
＜入浴介助加算（Ⅱ）＞(上記の要件に加えて)
○ 医師等が当該利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価していること。こ

の際、当該利用者の居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある
場合は、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修
等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。

○ 当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、医師との連携の下で、当該利用者の身体の状況や訪
問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。

○ 上記の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。

算定要件等

３．（１）⑪ 通所リハビリテーションの入浴介助加算の見直し

【通所リハビリテーション】
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○ 通所・居住系等のサービスについて、利用者の口腔機能低下を早期に確認し、適切な管理等を行うことにより、口
腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につなげる観点から、介護職員等が実施可能な口腔スクリーニングを評
価する加算を創設する。その際、栄養スクリーニング加算による取組・評価と一体的に行う。【告示改正】

○ 口腔機能向上加算について、CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・
ケアの向上を図ることを評価する新たな区分を設ける。【告示改正】

概要

＜現行＞ ＜改定後＞
栄養スクリーニング加算 ５単位／回 ⇒ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）20単位／回（新設）（※6月に1回を限度）

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）５単位／回（新設）（※6月に1回を限度）

口腔機能向上加算 150単位／回 ⇒ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 150単位／回（現行の口腔機能向上加算と同様）
口腔機能向上加算（Ⅱ） 160単位／回（新設）（※原則３月以内、月２回を限度）

（※（Ⅰ）と（Ⅱ）は併算定不可）

単位数

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）＞
○ 介護サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態及び栄養状態につい

て確認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算及び
口腔機能向上加算との併算定不可）

＜口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）＞
○ 利用者が、栄養改善加算や口腔機能向上加算を算定している場合に、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確

認を行い、当該情報を利用者を担当する介護支援専門員に提供していること（※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔
機能向上加算を算定しており加算（Ⅰ）を算定できない場合にのみ算定可能）

＜口腔機能向上加算（Ⅱ）＞
○ 口腔機能向上加算（Ⅰ）の取組に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向

上サービスの実施にあたって当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用して
いること

算定要件等

３．（１）⑰ 通所系サービス等における口腔機能向上の取組の充実
【通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅
介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★】
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○ 通所系サービス等について、栄養改善が必要な者を的確に把握し、適切なサービスにつなげていく観点から、
見直しを行う。【告示改正、通知改正】

概要

単位数

３．（１）⑱ 通所系サービス等における栄養ケア・マネジメントの充実

＜現行＞ ＜改定後＞
なし ⇒ 栄養アセスメント加算 50単位／月（新設）

栄養改善加算 150単位／回 ⇒ 栄養改善加算 200単位／回 （※原則3月以内、月2回を限度）

※ 通所系サービスに加え看護小規模多機能型居宅介護も対象とする

＜栄養アセスメント加算＞ ※口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）及び栄養改善加算との併算定は不可
○ 当該事業所の従業者として又は外部（※）との連携により管理栄養士を１名以上配置していること
○ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して栄養アセスメン

トを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること
○ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管

理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
※ 他の介護事業所、医療機関、介護保険施設、日本栄養士会や都道府県栄養士会が設置・運営する「栄養ケア・ステーション」。

ただし、介護保険施設については、常勤で１以上又は栄養マネジメント強化加算の算定要件の数を超えて管理栄養士を配置して
いる施設に限る。

＜栄養改善加算＞
○ 栄養改善サービスの提供に当たって、必要に応じ居宅を訪問することを新たに求める。

算定要件等

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、看護小規模多機能型居宅介護】
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○ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件の一つである職場環境等要件について、介
護事業者による職場環境改善の取組をより実効性が高いものとする観点から、以下の見直しを行う。

・ 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進
されるように見直しを行うこと。【通知改正】
ｰ 職員の新規採用や定着促進に資する取組
ｰ 職員のキャリアアップに資する取組
ｰ 両立支援・多様な働き方の推進に資する取組
ｰ 腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
ｰ 生産性の向上につながる取組
ｰ 仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

・ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求めること。【告示改正】

概要

４．（１）① 処遇改善加算の職場環境等要件の見直し

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ 介護職員等特定処遇改善加算について、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図
りながら、介護職員の更なる処遇改善を行うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用し
やすい仕組みとする観点から、以下の見直しを行う。【告示改正】
・ 平均の賃金改善額の配分ルールについて、「その他の職種」は「その他の介護職員」の「２分の１を上回ら

ないこと」とするルールは維持した上で、
・ 「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」とするルールについて、

「より高くすること」とする。

概要

４．（１）② 介護職員等特定処遇改善加算の見直し

平均賃上げ額が

Ａ ＞ Ｂ
１ ： 0.5以下

改定後

B
他の

介護職員

A

C
その他の

職種

経
験
・技
能
の

あ
る
介
護
職
員

平均賃上げ額が

２以上 ： １ ： 0.5以下

B
他の

介護職員

A

現行

C
その他の

職種

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】
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○ サービス提供体制強化加算について、サービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、見
直しを行う。【告示改正】

概要

単位数・算定要件等

４．（１）③ サービス提供体制強化加算の見直し

（注１）表中、複数の単位が設定されているものについては、いずれか１つのみを算定することができる。
（注２）介護福祉士に係る要件は、「介護職員の総数に占める介護福祉士の割合」、常勤職員に係る要件は「看護・介護職員の総数に占める常勤職員の割合」、勤続年数に係る要件は「利用者に直接サービスを提供する職員の総数に占める７年（一部３年）

以上勤続職員の割合」である。

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対
応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、
地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介
護医療院】

資格・勤続年数要件

単位数
加算Ⅰ（新たな最上位区分） 加算Ⅱ（改正前の加算Ⅰイ相当） 加算Ⅲ（改正前の加算Ⅰロ、加算Ⅱ、加算Ⅲ相当）

訪問入浴介護
夜間対応型訪問介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修

修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 勤続7年以上の者が30%以上

（訪問入浴） （夜間訪問）
Ⅰ 44単位/回 Ⅰ 22単位/回
Ⅱ 36単位/回 Ⅱ 18単位/回
Ⅲ 12単位/回 Ⅲ 6単位/回

訪問看護
療養通所介護

― ―
（イ） 勤続7年以上の者が30%以上
（ロ） 勤続3年以上の者が30%以上 （訪看・訪リハ） （療養通所）

（イ）6単位/回 （イ）48単位/月
（ロ）3単位/回 （ロ）24単位/月

訪問リハビリテーション ― ―
（イ） 勤続7年以上の者が1人以上
（ロ） 勤続3年以上の者が1人以上

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士60%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士40%以上又は介護福祉士、実務者研
修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士30%以上又は介護福祉士、実務者研修

修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
② 常勤職員60%以上
③ 勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士50%以上

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士40%以上
②常勤職員60%以上
③勤続7年以上の者が30%以上

Ⅰ 750単位/月
Ⅱ 640単位/月
Ⅲ 350単位/月

通所介護、通所リハビリテーション
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上

介護福祉士50%以上
以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士40%以上
② 勤続7年以上30%以上

（予防通リハ以外）
Ⅰ 22単位/回（日）
Ⅱ 18単位/回（日）
Ⅲ 6単位/回（日）

（予防通リハ）
Ⅰ 176単位/月
Ⅱ 144単位/月
Ⅲ 48単位/月

特定施設入居者生活介護※
地域密着型特定施設入居者生活介護※
認知症対応型共同生活介護

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士70%以上
②勤続10年以上介護福祉士25％以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の

向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

短期入所生活介護、短期入所療養介護
介護老人福祉施設※
地域密着型介護老人福祉施設※
介護老人保健施設※、介護医療院※
介護療養型医療施設※

以下のいずれかに該当すること。
①介護福祉士80%以上
②勤続10年以上介護福祉士35％以上
※印のサービスは、上記に加え、サービスの質の

向上に資する取組を実施していること。

介護福祉士60%以上

以下のいずれかに該当すること。
① 介護福祉士50%以上
② 常勤職員75%以上
③ 勤続7年以上30%以上

-25-



142

○ 訪問系サービスの同一建物減算適用時の区分支給限度基準額に関する取扱いを参考に、通所系サービス、多機
能系サービスについて、以下の対応を行う。
＜同一建物減算等＞
・ 通所系サービス、多機能系サービスの同一建物減算等の適用を受ける利用者の区分支給限度基準額の管理に

ついては、当該減算を受ける者と受けない者との公平性の観点から、減算の適用前（同一建物に居住する者以
外の者に対して行う場合）の単位数を用いることとする。【告示改正】

＜規模別の基本報酬＞
・ 通所介護、通所リハビリテーションの、大規模型を利用する者の区分支給限度基準額の管理については、通

常規模型を利用する者との公平性の観点から、通常規模型の単位数を用いることとする。【告示改正】

概要

５．（１）① 同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額の
計算方法の適正化

【通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、小規模多機能型居宅介護★、
看護小規模多機能型居宅介護】

（参考）【平成30年度介護報酬改定】集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度基準額の計算方法の見直し等
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○ 近年の受給者数や利用期間及び利用者のADL等を踏まえ、適切なサービス提供とする観点から、介護予防サー
ビスにおけるリハビリテーションについて、利用開始から一定期間が経過した後の評価の見直しを行う。【告示
改正】

概要

【介護予防訪問リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 利用開始日の属する月から12月超
５単位／回減算（新設）

【介護予防通所リハビリテーション】
＜現行＞ ＜改定後＞

なし ⇒ 利用開始日の属する月から12月超
要支援１の場合 20単位／月減算（新設）
要支援２の場合 40単位／月減算（新設）

単位数

５．（１）④ 長期期間利用の介護予防リハビリテーションの適正化

【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション】
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○ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。そ
の際、令和３年３月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、１年の経過措置期間を設け
ることとする。【告示改正】

概要

５．（１）⑩ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）の廃止

＜キャリアパス要件＞
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
＜職場環境等要件＞
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

取
得
要
件

処
遇
改
善
加
算
の
区
分

取得率

加算（Ⅰ）
月額3.7万円相当

H29年度
＋１万円相当

加算（Ⅱ）
月額2.7万円相当

H27年度
＋1.2万円相当

加算（Ⅲ）
月額1.5万円相当 加算（Ⅳ）

加算（Ⅲ）×0.9 加算（Ⅴ）
加算（Ⅲ）×0.8

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

①＋②＋③ ①＋② ① or ② ① or ②

＋ ＋ ＋ or

職場環境等要件

79.5％ 7.2％ 5.4％ 0.２％ 0.３％

【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリ
テーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活
介護、認知症対応型共同生活介護★、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院】

廃止
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○ サービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供を確保する観点から、以下の対応を行う。

ア 訪問系サービス（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス（地域密着型通所介護、
認知症対応型通所介護を除く）及び福祉用具貸与について、事業所と同一の建物に居住する利用者に対して
サービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めること
とする【省令改正】。また、事業所を市町村等が指定する際に、例えば、当該事業所の利用者のうち一定割合以
上を当該事業所に併設する集合住宅以外の利用者とするよう努める、あるいはしなければならない等の条件を
付することは差し支えないことを明確化する【通知改正】。

イ 同一のサービス付き高齢者向け住宅等に居住する者のケアプランについて、区分支給限度基準額の利用割合
が高い者が多い場合に、併設事業所の特定を行いつつ、当該ケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業
所単位で抽出するなどの点検・検証を行うとともに、サービス付き高齢者向け住宅等における家賃の確認や利
用者のケアプランの確認を行うことなどを通じて、介護保険サービスが入居者の自立支援等につながっている
かの観点も考慮しながら、指導監督権限を持つ自治体による更なる指導の徹底を図る。

（居宅介護支援事業所を事業所単位で抽出するなどの点検・検証については、効率的な点検・検証の仕組みの周
知期間の確保等のため、10月から施行）

概要

５．（１）⑫ サービス付き高齢者向け住宅等における
適正なサービス提供の確保

【ア：訪問系サービス★（定期巡回・随時対応型訪問介護看護を除く）、通所系サービス★（地域密着型通所介護、認知症対応型通所介
護★を除く）、福祉用具貸与★ イ：居宅介護支援】
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指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い 指定通所介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い

、１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次 、１回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次 に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算 22単位 ⑴ サービス提供体制強化加算 イ 18単位(Ⅰ) (Ⅰ)

⑵ サービス提供体制強化加算 18単位 ⑵ サービス提供体制強化加算 ロ 12単位(Ⅱ) (Ⅰ)

⑶ サービス提供体制強化加算 ６単位 ⑶ サービス提供体制強化加算 ６単位(Ⅲ) (Ⅱ)

ホ 介護職員処遇改善加算 ホ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け 賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け

出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を 出た指定通所介護事業所が、利用者に対し、指定通所介護を

行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月 行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年３月

31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。 31日までの間（⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお める期日までの間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

（削る） ⑷ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅳ)

0分の90に相当する単位数

（削る） ⑸ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅴ)

0分の80に相当する単位数

ヘ （略） ヘ （略）

７ 通所リハビリテーション費 ７ 通所リハビリテーション費

イ 通常規模型リハビリテーション費 イ 通常規模型リハビリテーション費

⑴ 所要時間１時間以上２時間未満の場合 ⑴ 所要時間１時間以上２時間未満の場合

㈠ 要介護１ 366単位 ㈠ 要介護１ 331単位

㈡ 要介護２ 395単位 ㈡ 要介護２ 360単位

㈢ 要介護３ 426単位 ㈢ 要介護３ 390単位

㈣ 要介護４ 455単位 ㈣ 要介護４ 419単位

㈤ 要介護５ 487単位 ㈤ 要介護５ 450単位

⑵ 所要時間２時間以上３時間未満の場合 ⑵ 所要時間２時間以上３時間未満の場合
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㈠ 要介護１ 380単位 ㈠ 要介護１ 345単位

㈡ 要介護２ 436単位 ㈡ 要介護２ 400単位

㈢ 要介護３ 494単位 ㈢ 要介護３ 457単位

㈣ 要介護４ 551単位 ㈣ 要介護４ 513単位

㈤ 要介護５ 608単位 ㈤ 要介護５ 569単位

⑶ 所要時間３時間以上４時間未満の場合 ⑶ 所要時間３時間以上４時間未満の場合

㈠ 要介護１ 483単位 ㈠ 要介護１ 446単位

㈡ 要介護２ 561単位 ㈡ 要介護２ 523単位

㈢ 要介護３ 638単位 ㈢ 要介護３ 599単位

㈣ 要介護４ 738単位 ㈣ 要介護４ 697単位

㈤ 要介護５ 836単位 ㈤ 要介護５ 793単位

⑷ 所要時間４時間以上５時間未満の場合 ⑷ 所要時間４時間以上５時間未満の場合

㈠ 要介護１ 549単位 ㈠ 要介護１ 511単位

㈡ 要介護２ 637単位 ㈡ 要介護２ 598単位

㈢ 要介護３ 725単位 ㈢ 要介護３ 684単位

㈣ 要介護４ 838単位 ㈣ 要介護４ 795単位

㈤ 要介護５ 950単位 ㈤ 要介護５ 905単位

⑸ 所要時間５時間以上６時間未満の場合 ⑸ 所要時間５時間以上６時間未満の場合

㈠ 要介護１ 618単位 ㈠ 要介護１ 579単位

㈡ 要介護２ 733単位 ㈡ 要介護２ 692単位

㈢ 要介護３ 846単位 ㈢ 要介護３ 803単位

㈣ 要介護４ 980単位 ㈣ 要介護４ 935単位

㈤ 要介護５ 1,112単位 ㈤ 要介護５ 1,065単位

⑹ 所要時間６時間以上７時間未満の場合 ⑹ 所要時間６時間以上７時間未満の場合

㈠ 要介護１ 710単位 ㈠ 要介護１ 670単位

㈡ 要介護２ 844単位 ㈡ 要介護２ 801単位

㈢ 要介護３ 974単位 ㈢ 要介護３ 929単位

㈣ 要介護４ 1,129単位 ㈣ 要介護４ 1,081単位

㈤ 要介護５ 1,281単位 ㈤ 要介護５ 1,231単位

⑺ 所要時間７時間以上８時間未満の場合 ⑺ 所要時間７時間以上８時間未満の場合

㈠ 要介護１ 757単位 ㈠ 要介護１ 716単位
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㈡ 要介護２ 897単位 ㈡ 要介護２ 853単位

㈢ 要介護３ 1,039単位 ㈢ 要介護３ 993単位

㈣ 要介護４ 1,206単位 ㈣ 要介護４ 1,157単位

㈤ 要介護５ 1,369単位 ㈤ 要介護５ 1,317単位

(Ⅰ) (Ⅰ)ロ 大規模型通所リハビリテーション費 ロ 大規模型通所リハビリテーション費

⑴ 所要時間１時間以上２時間未満の場合 ⑴ 所要時間１時間以上２時間未満の場合

㈠ 要介護１ 361単位 ㈠ 要介護１ 325単位

㈡ 要介護２ 392単位 ㈡ 要介護２ 356単位

㈢ 要介護３ 421単位 ㈢ 要介護３ 384単位

㈣ 要介護４ 450単位 ㈣ 要介護４ 413単位

㈤ 要介護５ 481単位 ㈤ 要介護５ 443単位

⑵ 所要時間２時間以上３時間未満の場合 ⑵ 所要時間２時間以上３時間未満の場合

㈠ 要介護１ 375単位 ㈠ 要介護１ 339単位

㈡ 要介護２ 431単位 ㈡ 要介護２ 394単位

㈢ 要介護３ 488単位 ㈢ 要介護３ 450単位

㈣ 要介護４ 544単位 ㈣ 要介護４ 505単位

㈤ 要介護５ 601単位 ㈤ 要介護５ 561単位

⑶ 所要時間３時間以上４時間未満の場合 ⑶ 所要時間３時間以上４時間未満の場合

㈠ 要介護１ 477単位 ㈠ 要介護１ 439単位

㈡ 要介護２ 554単位 ㈡ 要介護２ 515単位

㈢ 要介護３ 630単位 ㈢ 要介護３ 590単位

㈣ 要介護４ 727単位 ㈣ 要介護４ 685単位

㈤ 要介護５ 824単位 ㈤ 要介護５ 781単位

⑷ 所要時間４時間以上５時間未満の場合 ⑷ 所要時間４時間以上５時間未満の場合

㈠ 要介護１ 540単位 ㈠ 要介護１ 501単位

㈡ 要介護２ 626単位 ㈡ 要介護２ 586単位

㈢ 要介護３ 711単位 ㈢ 要介護３ 670単位

㈣ 要介護４ 821単位 ㈣ 要介護４ 778単位

㈤ 要介護５ 932単位 ㈤ 要介護５ 887単位

⑸ 所要時間５時間以上６時間未満の場合 ⑸ 所要時間５時間以上６時間未満の場合

㈠ 要介護１ 599単位 ㈠ 要介護１ 559単位
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㈡ 要介護２ 709単位 ㈡ 要介護２ 668単位

㈢ 要介護３ 819単位 ㈢ 要介護３ 776単位

㈣ 要介護４ 950単位 ㈣ 要介護４ 904単位

㈤ 要介護５ 1,077単位 ㈤ 要介護５ 1,029単位

⑹ 所要時間６時間以上７時間未満の場合 ⑹ 所要時間６時間以上７時間未満の場合

㈠ 要介護１ 694単位 ㈠ 要介護１ 653単位

㈡ 要介護２ 824単位 ㈡ 要介護２ 781単位

㈢ 要介護３ 953単位 ㈢ 要介護３ 907単位

㈣ 要介護４ 1,102単位 ㈣ 要介護４ 1,054単位

㈤ 要介護５ 1,252単位 ㈤ 要介護５ 1,201単位

⑺ 所要時間７時間以上８時間未満の場合 ⑺ 所要時間７時間以上８時間未満の場合

㈠ 要介護１ 734単位 ㈠ 要介護１ 692単位

㈡ 要介護２ 868単位 ㈡ 要介護２ 824単位

㈢ 要介護３ 1,006単位 ㈢ 要介護３ 960単位

㈣ 要介護４ 1,166単位 ㈣ 要介護４ 1,117単位

㈤ 要介護５ 1,325単位 ㈤ 要介護５ 1,273単位

(Ⅱ) (Ⅱ)ハ 大規模型通所リハビリテーション費 ハ 大規模型通所リハビリテーション費

⑴ 所要時間１時間以上２時間未満の場合 ⑴ 所要時間１時間以上２時間未満の場合

㈠ 要介護１ 353単位 ㈠ 要介護１ 318単位

㈡ 要介護２ 384単位 ㈡ 要介護２ 348単位

㈢ 要介護３ 411単位 ㈢ 要介護３ 375単位

㈣ 要介護４ 441単位 ㈣ 要介護４ 404単位

㈤ 要介護５ 469単位 ㈤ 要介護５ 432単位

⑵ 所要時間２時間以上３時間未満の場合 ⑵ 所要時間２時間以上３時間未満の場合

㈠ 要介護１ 368単位 ㈠ 要介護１ 332単位

㈡ 要介護２ 423単位 ㈡ 要介護２ 386単位

㈢ 要介護３ 477単位 ㈢ 要介護３ 439単位

㈣ 要介護４ 531単位 ㈣ 要介護４ 493単位

㈤ 要介護５ 586単位 ㈤ 要介護５ 547単位

⑶ 所要時間３時間以上４時間未満の場合 ⑶ 所要時間３時間以上４時間未満の場合

㈠ 要介護１ 465単位 ㈠ 要介護１ 428単位
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㈡ 要介護２ 542単位 ㈡ 要介護２ 503単位

㈢ 要介護３ 616単位 ㈢ 要介護３ 576単位

㈣ 要介護４ 710単位 ㈣ 要介護４ 669単位

㈤ 要介護５ 806単位 ㈤ 要介護５ 763単位

⑷ 所要時間４時間以上５時間未満の場合 ⑷ 所要時間４時間以上５時間未満の場合

㈠ 要介護１ 520単位 ㈠ 要介護１ 482単位

㈡ 要介護２ 606単位 ㈡ 要介護２ 566単位

㈢ 要介護３ 689単位 ㈢ 要介護３ 648単位

㈣ 要介護４ 796単位 ㈣ 要介護４ 753単位

㈤ 要介護５ 902単位 ㈤ 要介護５ 857単位

⑸ 所要時間５時間以上６時間未満の場合 ⑸ 所要時間５時間以上６時間未満の場合

㈠ 要介護１ 579単位 ㈠ 要介護１ 540単位

㈡ 要介護２ 687単位 ㈡ 要介護２ 646単位

㈢ 要介護３ 793単位 ㈢ 要介護３ 750単位

㈣ 要介護４ 919単位 ㈣ 要介護４ 874単位

㈤ 要介護５ 1,043単位 ㈤ 要介護５ 996単位

⑹ 所要時間６時間以上７時間未満の場合 ⑹ 所要時間６時間以上７時間未満の場合

㈠ 要介護１ 670単位 ㈠ 要介護１ 629単位

㈡ 要介護２ 797単位 ㈡ 要介護２ 754単位

㈢ 要介護３ 919単位 ㈢ 要介護３ 874単位

㈣ 要介護４ 1,066単位 ㈣ 要介護４ 1,019単位

㈤ 要介護５ 1,211単位 ㈤ 要介護５ 1,161単位

⑺ 所要時間７時間以上８時間未満の場合 ⑺ 所要時間７時間以上８時間未満の場合

㈠ 要介護１ 708単位 ㈠ 要介護１ 667単位

㈡ 要介護２ 841単位 ㈡ 要介護２ 797単位

㈢ 要介護３ 973単位 ㈢ 要介護３ 927単位

㈣ 要介護４ 1,129単位 ㈣ 要介護４ 1,080単位

㈤ 要介護５ 1,282単位 ㈤ 要介護５ 1,231単位

注１ （略） 注１ （略）

２ イからハまでについて、感染症又は災害（厚生労働大臣 （新設）

が認めるものに限る。）の発生を理由とする利用者数の減
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少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度にお

ける月平均の利用者数よりも100分の５以上減少している

場合に、都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーシ

ョン事業所において、指定通所リハビリテーションを行っ

た場合には、利用者数が減少した月の翌々月から３月以内

に限り、１回につき所定単位数の100分の３に相当する単

位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に

対応するための経営改善に時間を要することその他の特別

の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了

した月の翌月から３月以内に限り、引き続き加算すること

ができる。

３～６ （略） ２～５ （略）

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし ６ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行っ て都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１日につき次に た場合は、１日につき50単位を所定単位数に加算する。

掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げ

るいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲

げるその他の加算は算定しない。

イ 入浴介助加算 40単位 （新設）(Ⅰ)

ロ 入浴介助加算 60単位 （新設）(Ⅱ)

８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし ７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事 て都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事

業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他 業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他

の職種の者が共同し、継続的にリハビリテーションの質を の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を

管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算と 管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算と

して、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位 して、次に掲げる区分に応じ、１月につき次に掲げる単位

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか 数を所定単位数に加算する。ただし、リハビリテーション

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他 マネジメント加算 については３月に１回を限度として算(Ⅳ)

の加算は算定しない。 定することとし、次に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない

。
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（削る） イ リハビリテーションマネジメント加算 330単位(Ⅰ)

(Ａ) (Ⅱ)イ リハビリテーションマネジメント加算 イ ロ リハビリテーションマネジメント加算

⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族 ⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族

に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算 に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算

して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理 して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理

した場合 560単位 した場合 850単位

⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間の ⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間の

リハビリテーションの質を管理した場合 240単位 リハビリテーションの質を管理した場合 530単位

ロ リハビリテーションマネジメント加算 ロ （新設）(Ａ)

⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族

に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算

して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理

した場合 593単位

⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間の

リハビリテーションの質を管理した場合 273単位

(Ｂ) (Ⅲ)ハ リハビリテーションマネジメント加算 イ ハ リハビリテーションマネジメント加算

⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族 ⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族

に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算 に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算

して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理 して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理

した場合 830単位 した場合 1,120単位

⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間の ⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間の

リハビリテーションの質を管理した場合 510単位 リハビリテーションの質を管理した場合 800単位

ニ リハビリテーションマネジメント加算 ロ （新設）(Ｂ)

⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族

に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算

して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理

した場合 863単位

⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間の

リハビリテーションの質を管理した場合 543単位

(Ⅳ)（削る） ニ リハビリテーションマネジメント加算

⑴ 通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族
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に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算

して６月以内の期間のリハビリテーションの質を管理

した場合 1,220単位

⑵ 当該日の属する月から起算して６月を超えた期間の

リハビリテーションの質を管理した場合 900単位

９ 医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又 ８ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院（所）日又は て都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事

認定日から起算して３月以内の期間に、個別リハビリテー 業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法

ションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリテー 士又は言語聴覚士が、利用者に対して、その退院（所）日

ション実施加算として、１日につき110単位を所定単位数 又は認定日から起算して３月以内の期間に、個別リハビリ

に加算する。ただし、注10又は注11を算定している場合は テーションを集中的に行った場合、短期集中個別リハビリ

、算定しない。 テーション実施加算として、１日につき110単位を所定単

位数に加算する。ただし、注９又は注10を算定している場

合は、算定しない。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚 ９ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所 道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所

において、認知症であると医師が判断した者であって、リ において、認知症（法第５条の２第１項に規定する認知症

ハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると をいう。以下同じ。）であると医師が判断した者であって

判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理 、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれ

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについてはそ ると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受け

の退院（所）日又は通所開始日から起算して３月以内の期 た理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、イについて

間に、ロについてはその退院（所）日又は通所開始日の属 はその退院（所）日又は通所開始日から起算して３月以内

する月から起算して３月以内の期間にリハビリテーション の期間に、ロについてはその退院（所）日又は通所開始日

を集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーシ の属する月から起算して３月以内の期間にリハビリテーシ

ョン実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イについて ョンを集中的に行った場合は、認知症短期集中リハビリテ

は１日につき、ロについては１月につき、次に掲げる単位 ーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、イにつ

数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか いては１日につき、ロについては１月につき、次に掲げる

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他 単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション実施 れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

加算又は注11を算定している場合においては、算定しない の他の加算は算定せず、短期集中個別リハビリテーション
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。 実施加算又は注10を算定している場合においては、算定し

ない。

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚 10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所 道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所

が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標 が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標

を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテ を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテ

ーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、 ーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、

リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者の有する

能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテー 能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハビリテー

ション実施加算として、リハビリテーション実施計画に基 ション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、１月につ

づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属 き次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次

する月から起算して６月以内の期間に限り、１月につき1, に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、

250単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中個別 次に掲げるその他の加算は算定せず、短期集中個別リハビ

リハビリテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリ リテーション実施加算又は認知症短期集中リハビリテーシ

テーション実施加算を算定している場合においては、算定 ョン実施加算を算定している場合においては、算定しない

しない。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算 。また、短期集中個別リハビリテーション実施加算又は認

又は認知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定し 知症短期集中リハビリテーション実施加算を算定していた

ていた場合においては、利用者の急性増悪等によりこの加 場合においては、利用者の急性増悪等によりこの注イを算

算を算定する必要性についてリハビリテーション会議（指 定する必要性についてリハビリテーション会議（指定居宅

定居宅サービス基準第80条第５号に規定するリハビリテー サービス基準第80条第５号に規定するリハビリテーション

ション会議をいう。）により合意した場合を除き、この加 会議をいう。）により合意した場合を除き、この注イは算

算は算定しない。 定しない。

（削る） イ リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビ

リテーションの利用を開始した日の属する月から起算し

て３月以内の場合 2,000単位

（削る） ロ 当該日の属する月から起算してから３月を超え、６月

以内の場合 1,000単位

（削る） 11 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当

該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施

-39-



- 37 -

計画で定めた指定通所リハビリテーションの実施期間中に

指定通所リハビリテーションの提供を終了した場合におい

て、同一の利用者に対して、再度指定通所リハビリテーシ

ョンを行ったときは、実施期間中に指定通所リハビリテー

ションの提供を終了した日の属する月の翌月から６月以内

の期間に限り、１日につき所定単位数の100分の15に相当

する単位数を所定単位数から減算する。

12 （略） 12 （略）

13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都 （新設）

道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所

において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共

同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリス

ク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注

において同じ。）を行った場合は、栄養アセスメント加算

として、１月につき50単位を所定単位数に加算する。ただ

し、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サー

ビスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した

日の属する月は、算定しない。

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管

理栄養士を１名以上配置していること。

⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種

の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者

又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要

に応じ対応すること。

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し

、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理

の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用してい

ること。

⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通

所リハビリテーション事業所であること。
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14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし 13 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又は て都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又は

そのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行っ そのおそれのある利用者に対し、栄養改善サービスを行っ

た場合は、栄養改善加算として、３月以内の期間に限り１ た場合は、栄養改善加算として、３月以内の期間に限り１

月に２回を限度として１回につき200単位を所定単位数に 月に２回を限度として１回につき150単位を所定単位数に

加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごと 加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごと

の利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず の利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず

、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められ 、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められ

る利用者については、引き続き算定することができる。 る利用者については、引き続き算定することができる。

15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハ 14 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所リハ

ビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中 ビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利用中

６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は ６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利
くう

栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養ス 用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の
くう

クリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回に 場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。

つき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、 ）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては に、栄養スクリーニング加算として１回につき５単位を所

、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者につい 定単位数に加算する。ただし、当該利用者について、当該

て、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算 事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している
くう

を算定している場合にあっては算定しない。 場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算

定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改

善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

イ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 （新設）(Ⅰ)
くう

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算 ５単位 （新設）(Ⅱ)
くう

16 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし 15 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用 て都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用
くう くう

者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口 者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口

腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃 腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃
くう くう くう くう

の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指 の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指
えん えん

導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は 導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は

向上に資すると認められるもの（以下この注において「口 向上に資すると認められるもの（以下この注において「口

腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機 腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機
くう くう くう くう
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能向上加算として、当該基準に掲げる区分に従い、３月以 能向上加算として、３月以内の期間に限り１月に２回を限

内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき次に掲 度として１回につき150単位を所定単位数に加算する。た

げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げる だし、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの利用者
くう

いずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能
くう くう くう

るその他の加算は算定しない。また、口腔機能向上サービ 向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用
くう

スの開始から３月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、 者については、引き続き算定することができる。
くう

口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行
くう くう

うことが必要と認められる利用者については、引き続き算

定することができる。

⑴ 口腔機能向上加算 150単位 （新設）(Ⅰ)
くう

⑵ 口腔機能向上加算 160単位 （新設）(Ⅱ)
くう

17～19 （略） 16～18 （略）

20 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都 （新設）

道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所

が、利用者に対し指定通所リハビリテーションを行った場

合は、科学的介護推進体制加算として、１月につき40単位

を所定単位数に加算する。

イ 利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症
くう

の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情

報を、厚生労働省に提出していること。

ロ 必要に応じて通所リハビリテーション計画を見直すな

ど、指定通所リハビリテーションの提供に当たって、イ

に規定する情報その他指定通所リハビリテーションを適

切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している

こと。

21・22 （略） 19・20 （略）

ニ 移行支援加算 12単位 ニ 社会参加支援加算 12単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所 都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所

が、リハビリテーションを行い、利用者の指定通所介護事業 が、リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援

所等への移行等を支援した場合は、移行支援加算として、評 した場合は、社会参加支援加算として、評価対象期間（別に
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価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の末 厚生労働大臣が定める期間をいう。）の末日が属する年度の

日が属する年度の次の年度内に限り、１日につき所定単位数 次の年度内に限り、１日につき所定単位数を加算する。

を加算する。

ホ サービス提供体制強化加算 ホ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所 都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所

が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場 が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる 合は、当該基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる

所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算 所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算

を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は

算定しない。 算定しない。

⑴ サービス提供体制強化加算 22単位 ⑴ サービス提供体制強化加算 イ 18単位(Ⅰ) (Ⅰ)

⑵ サービス提供体制強化加算 18単位 ⑵ サービス提供体制強化加算 ロ 12単位(Ⅱ) (Ⅰ)

⑶ サービス提供体制強化加算 ６単位 ⑶ サービス提供体制強化加算 ６単位(Ⅲ) (Ⅱ)

ヘ 介護職員処遇改善加算 ヘ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け 賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け

出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、 出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、

指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲 指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲

げる区分に従い、令和６年３月31日までの間、次に掲げる単 げる区分に従い、平成33年３月31日までの間（⑷及び⑸につ

位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれか いては、別に厚生労働大臣が定める期日までの間）、次に掲

の加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるい

加算は算定しない。 ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しない。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

（削る） ⑷ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅳ)

0分の90に相当する単位数

（削る） ⑸ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅴ)

0分の80に相当する単位数

ト （略） ト （略）

８ 短期入所生活介護費（１日につき） ８ 短期入所生活介護費（１日につき）
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、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の策定

等に必要な情報提供を行った場合に、要支援認定（法第33

条第２項に規定する要支援認定の更新又は法第33条の２第

１項に規定する要支援状態区分の変更の認定を含む。）に

伴い作成された介護予防サービス計画に基づく指定介護予

防サービス（法第53条第１項に規定する指定介護予防サー

ビスをいう。）の提供を開始した日から起算して６月の間

に２回を限度として算定する。ただし、准看護師が指定介

護予防居宅療養管理指導を行った場合は、所定単位数の10

0分の90に相当する単位数を算定する。

２ 利用者が定期的に通院している場合若しくは定期的に訪

問診療を受けている場合又は利用者が介護予防訪問看護、

介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活

介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居

者生活介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を

受けている間は、算定しない。

５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき） ５ 介護予防通所リハビリテーション費（１月につき）

イ 介護予防通所リハビリテーション費 イ 介護予防通所リハビリテーション費

⑴ 要支援１ 2,053単位 ⑴ 要支援１ 1,721単位

⑵ 要支援２ 3,999単位 ⑵ 要支援２ 3,634単位

注１・２ （略） 注１・２ （略）

（削る） ３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとし

て都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテー

ション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーショ

ンの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメン

ト加算として、１月につき330単位を所定単位数に加算す

る。

３ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚 ４ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合し、かつ、別に厚

生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都 生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーショ 道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーショ
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ン事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び ン事業所が、生活行為の内容の充実を図るための目標及び

当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリ 当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリ

ハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に ハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に

対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者 対して、リハビリテーションを計画的に行い、当該利用者

の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハ の有する能力の向上を支援した場合は、生活行為向上リハ

ビリテーション実施加算として、リハビリテーション実施 ビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、

計画に基づく指定介護予防通所リハビリテーションの利用 １月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

を開始した日の属する月から起算して６月以内の期間に限 だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

り、１月につき562単位を所定単位数に加算する。 いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

（削る） イ リハビリテーション実施計画に基づく指定介護予防通

所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月か

ら起算して３月以内の場合 900単位

（削る） ロ 当該日の属する月から起算してから３月を超え、６月

以内の場合 450単位

（削る） ５ 生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定し、当

該加算を算定するために作成したリハビリテーション実施

計画で定めた指定介護予防通所リハビリテーションの実施

期間中に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を終

了した場合において、同一の利用者に対して、再度指定介

護予防通所リハビリテーションを行ったときは、実施期間

中に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を終了し

た日の属する月の翌月から６月以内の期間に限り、１月に

つき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位

数から減算する。

４～７ （略） ６～９ （略）

８ 利用者に対して、指定介護予防通所リハビリテーション （新設）

の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて

指定介護予防通所リハビリテーションを行う場合は、１月

につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。

⑴ 要支援１ 20単位

⑵ 要支援２ 40単位
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ロ 運動器機能向上加算 225単位 ロ 運動器機能向上加算 225単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道

府県知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的とし 府県知事に届け出て、利用者の運動器の機能向上を目的とし

て個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者 て個別的に実施されるリハビリテーションであって、利用者

の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以 の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以

下この注及びトにおいて「運動器機能向上サービス」という 下この注及びホにおいて「運動器機能向上サービス」という

。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

イ～ホ （略） イ～ホ （略）

ハ 栄養アセスメント加算 50単位 （新設）

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事

業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同し

て栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び

解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において

同じ。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算する

。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は選択的サービス複

数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及

び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定し

ない。

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理

栄養士を１名以上配置していること。

⑵ 利用者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者

（ニにおいて「管理栄養士等」という。）が共同して栄養

アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対して

その結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、

栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適

切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること

。

⑷ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護
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予防通所リハビリテーション事業所であること。

ニ 栄養改善加算 200単位 ハ 栄養改善加算 150単位

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道

府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそ 府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそ

れのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等 れのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等

を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管 を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管

理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると 理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると

認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行 認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行

った場合は、１月につき所定単位数を加算する。 った場合は、１月につき所定単位数を加算する。

⑴ （略） イ （略）

⑵ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等 ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄

が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも 養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、
えん

配慮した栄養ケア計画を作成していること。 介護職員その他の職種の者（以下この注において「管理栄

養士等」という。）が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下
えん

機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成している

こと。

⑶ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利 ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改

用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを 善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定

行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録し 期的に記録していること。

ていること。

⑷・⑸ （略） ニ・ホ （略）

ホ 口腔・栄養スクリーニング加算 ニ 栄養スクリーニング加算 ５単位
くう

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防通 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定介護予防通

所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利 所リハビリテーション事業所の従業者が、利用開始時及び利

用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又 用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該
くう

は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、口腔・栄養ス 利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の
くう

クリーニング加算として、次に掲げる区分に応じ、１回につ 場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。）

き次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるい を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、

ずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ 栄養スクリーニング加算として１回につき５単位を所定単位

の他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以 数に加算する。ただし、当該利用者について、当該事業所以

外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合 外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっ
くう
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にあっては算定しない。 ては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養

改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終

了した日の属する月は、算定しない。

⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算 20単位 （新設）(Ⅰ)
くう

⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算 ５単位 （新設）(Ⅱ)
くう

ヘ 口腔機能向上加算 ホ 口腔機能向上加算 150単位
くう くう

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道

都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又 府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそ
くう くう

はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能 のおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向
くう くう

の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若 上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しく
くう くう

しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは は実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施
えん えん

実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資する であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認

と認められるもの（以下この注及びトにおいて「口腔機能向 められるもの（以下この注及びホにおいて「口腔機能向上サ
くう くう

上サービス」という。）を行った場合は、当該基準に掲げる ービス」という。）を行った場合は、１月につき所定単位数

区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算する。 を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 口腔機能向上加算 150単位 （新設）(Ⅰ)
くう

⑵ 口腔機能向上加算 160単位 （新設）(Ⅱ)
くう

（削る） イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置し

ていること。

（削る） ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医
くう

師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他

の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指
くう

導計画を作成していること。

（削る） ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医
くう

師若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看

護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能
くう

向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を
くう

定期的に記録していること。

（削る） ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定
くう
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期的に評価していること。

（削る） ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定介護

予防通所リハビリテーション事業所であること。

ト・チ （略） ヘ・ト （略）

リ 科学的介護推進体制加算 40単位 （新設）

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事

業所が、利用者に対し指定介護予防通所リハビリテーション

を行った場合は、科学的介護推進体制加算として、１月につ

き所定単位数を加算する。

⑴ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した

値をいう。以下同じ。）、栄養状態、口腔機能、認知症（
くう

法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。以下同じ。

）の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情

報を、厚生労働省に提出していること。

⑵ 必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画（指

定介護予防サービス基準第125条第２号に規定する介護予

防通所リハビリテーション計画をいう。）を見直すなど、

指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たって、

⑴に規定する情報その他指定介護予防通所リハビリテーシ

ョンを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用し

ていること。

ヌ サービス提供体制強化加算 チ サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーショ 都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーショ

ン事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテー ン事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテー

ションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用 ションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用

者の要支援状態区分に応じて１月につき次に掲げる所定単位 者の要支援状態区分に応じて１月につき次に掲げる所定単位

数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し 数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな ている場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しな

い。 い。
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⑴ サービス提供体制強化加算 ⑴ サービス提供体制強化加算 イ(Ⅰ) (Ⅰ)

㈠ 要支援１ 88単位 ㈠ 要支援１ 72単位

㈡ 要支援２ 176単位 ㈡ 要支援２ 144単位

⑵ サービス提供体制強化加算 ⑵ サービス提供体制強化加算 ロ(Ⅱ) (Ⅰ)

㈠ 要支援１ 72単位 ㈠ 要支援１ 48単位

㈡ 要支援２ 144単位 ㈡ 要支援２ 96単位

(Ⅲ) (Ⅱ)⑶ サービス提供体制強化加算 ⑶ サービス提供体制強化加算

㈠・㈡ （略） ㈠・㈡ （略）

ル 介護職員処遇改善加算 リ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け 賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け

出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者 出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者

に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合 に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合

は、当該基準に掲げる区分に従い、令和６年３月31日までの は、当該基準に掲げる区分に従い、平成33年３月31日までの

間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次 間（⑷及び⑸については、別に厚生労働大臣が定める期日ま

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次 での間）、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

に掲げるその他の加算は算定しない。 し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算 イからヌまでにより算定した ⑴ 介護職員処遇改善加算 イからチまでにより算定した(Ⅰ) (Ⅰ)

単位数の1000分の47に相当する単位数 単位数の1000分の47に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算 イからヌまでにより算定した ⑵ 介護職員処遇改善加算 イからチまでにより算定した(Ⅱ) (Ⅱ)

単位数の1000分の34に相当する単位数 単位数の1000分の34に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算 イからヌまでにより算定した ⑶ 介護職員処遇改善加算 イからチまでにより算定した(Ⅲ) (Ⅲ)

単位数の1000分の19に相当する単位数 単位数の1000分の19に相当する単位数

（削る） ⑷ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅳ)

0分の90に相当する単位数

（削る） ⑸ 介護職員処遇改善加算 ⑶により算定した単位数の10(Ⅴ)

0分の80に相当する単位数

ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 ヌ 介護職員等特定処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届 の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届
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け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用 け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用

者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場 者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所 合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を 定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を

算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算 算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算

定しない。 定しない。

⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イからヌまでにより算 ⑴ 介護職員等特定処遇改善加算 イからチまでにより算(Ⅰ) (Ⅰ)

定した単位数の1000分の20に相当する単位数 定した単位数の1000分の20に相当する単位数

⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イからヌまでにより算 ⑵ 介護職員等特定処遇改善加算 イからチまでにより算(Ⅱ) (Ⅱ)

定した単位数の1000分の17に相当する単位数 定した単位数の1000分の17に相当する単位数

６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき） ６ 介護予防短期入所生活介護費（１日につき）

イ 介護予防短期入所生活介護費 イ 介護予防短期入所生活介護費

⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費 ⑴ 単独型介護予防短期入所生活介護費

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費 ㈠ 単独型介護予防短期入所生活介護費

ａ 要支援１ 474単位 ａ 要支援１ 466単位

ｂ 要支援２ 589単位 ｂ 要支援２ 579単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費 ㈡ 単独型介護予防短期入所生活介護費

ａ 要支援１ 474単位 ａ 要支援１ 466単位

ｂ 要支援２ 589単位 ｂ 要支援２ 579単位

⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費 ⑵ 併設型介護予防短期入所生活介護費

(Ⅰ) (Ⅰ)㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費 ㈠ 併設型介護予防短期入所生活介護費

ａ 要支援１ 446単位 ａ 要支援１ 438単位

ｂ 要支援２ 555単位 ｂ 要支援２ 545単位

(Ⅱ) (Ⅱ)㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費 ㈡ 併設型介護予防短期入所生活介護費

ａ 要支援１ 446単位 ａ 要支援１ 438単位

ｂ 要支援２ 555単位 ｂ 要支援２ 545単位

ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費 ロ ユニット型介護予防短期入所生活介護費

⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 ⑴ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

(Ⅰ)㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費 ㈠ 単独型ユニット型介護予防短期入所生活介護費

ａ 要支援１ 555単位 ａ 要支援１ 545単位

ｂ 要支援２ 674単位 ｂ 要支援２ 662単位
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別紙１ 

 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定

居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号）（抄）  

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとする。 

 

２～６ （略） 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた

場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始

するものとすること。 

ただし、平成 30 年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとす

る。 

２～６ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基

準等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第

12 条に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数

が１単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合等については、対象となる単位数の

合計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定すること

とする。 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及

び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らか

の割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じ

ていく計算になる。 

 

 

 

 

 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業所

と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者 20 人以上にサービ

スを行う場合の減算を算定する場合については、対象となる単位数の合

計に当該加減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することと

する。 
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（例１）訪問介護（身体介護中心 20 分以上 30 分未満で 250 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

250×1.25＝312.5→313 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

313×1.05＝328.65→329 単位 

＊250×1.25×1.05＝328.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 396 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

396×６回＝2,376 単位 

2,376×0.15＝356.4→356 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

329 単位×８回＝2,632 単位 

2,632 単位×11.40 円／単位＝30,004.80 円→30,004 円 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コー

ドを基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした

単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、居宅療養管理指導費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並び

に定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密

（例１）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・夜間又は早朝にサービスを行う場合、所定単位数の 25％を加算 

394×1.25＝492.5→493 単位 

・この事業所が特定事業所加算(Ⅳ)を算定している場合、所定単位数の

５％を加算 

493×1.05＝517.65→518 単位 

＊394×1.25×1.05＝517.125 として四捨五入するのではない。 

（例２）訪問介護（身体介護中心 30 分以上１時間未満で 394 単位） 

・月に６回サービスを行い、特別地域加算の対象となる場合、対象とな

る単位数の合計に 15％を加算 

394×６回＝2,364 単位 

2,364×0.15＝354.6→355 単位 

② 金額換算の際の端数処理 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以

下）の端数については「切り捨て」とする。 

（例）前記①の事例（例１）で、このサービスを月に８回提供した場合（地

域区分は１級地） 

518 単位×８回＝4,144 単位 

4,144 単位×11.40 円／単位＝47,241.60 円→47,241 円 

なお、サービスコードについては、介護職員処遇改善加算を除く加算

等を加えた一体型の合成コードとして作成しており、その合成単位数

は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域

密着型特定施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定

居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管

理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居

者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当

該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス又

は地域密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション

費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応

型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知
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着型通所介護費、認知症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及

び複合型サービス費は算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 396 単位、

訪問看護については 821 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50

症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は

算定しないものであること。 

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪

問サービスの所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービス

を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことにつ

いては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チ

ェック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が

中心の場合）の所定単位数は算定できない（利用者不在時の訪問サービス

の取扱いについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかにか

かわらず、同様である。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。 

⑶ （略） 

⑷ 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについ

て 

利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用することを原則とす

る。ただし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーショ

ンを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や

介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があ

ると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定

単位数が算定される。例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、

適切なアセスメント（利用者について、その有する能力、既に提供を受け

ている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営む

ことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。

以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯

に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30 分以上１時間未満

の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーショ

ンの場合）を同一時間帯に利用した場合、訪問介護については 394 単位、

訪問看護については 816 単位がそれぞれ算定されることとなる。 

⑸ 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用

した場合の取扱いについて 

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づ

ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に 100 分間訪問し、夫に 50
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分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 396 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。また、要介護者と要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪

問介護及び介護保険法第 115 条の 45 第１項第１号イに規定する第１号訪

問事業（指定事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、訪問

介護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準的な所要時間を

見込んで居宅サービス計画上に位置付けること。生活援助についても、適

宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問介護費を算定するこ

と。 

⑹・⑺ （略） 

分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に 50 分の訪問介護（身体介護中

心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ 394 単位ずつ算定される。た

だし、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けること

とする。 

 

 

 

 

 

 

⑹・⑺ （略） 

⑻ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり

とすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

（新設） 
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第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

⑼ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑼において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準（平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス基準」と

いう。）第 217 条第１項において電磁的記録により行うことができる

とされているものに類するものは、イ及びロに準じた方法によるこ

と。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

（新設） 
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ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定居宅サービス基準第８条第２項から

第６項までの規定に準じた方法によること。 

ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にするこ

と。 

ニ その他、指定居宅サービス基準第 217 条第２項において電磁的方法

によることができるとされているものに類するものは、イからハまで

に準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的方法

の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 
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利用者が自ら指定通所介護事業所に通う場合、利用者の家族等が指定通

所介護事業所への送迎を行う場合など、当該指定通所介護事業所の従業者

が利用者の居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を実施していない場合

は、片道につき減算の対象となる。ただし、注 21 の減算の対象となってい

る場合には、当該減算の対象とはならない。 

(22)・(23) （略） 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が

送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注

18 の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

 

 

⒇・(21) （略） 

(24) サービス提供体制強化加算について 

① ３⑼④から⑧までを参照のこと。 

② （略） 

(22) サービス提供体制強化加算について 

① ３⑺④から⑥まで並びに４(25)②及び③を参照のこと。 

② （略） 

(25)・(26) （略） (23)・(24) （略） 

８ 通所リハビリテーション費 

⑴・⑵ （略） 

８ 通所リハビリテーション費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じて

いる場合の取扱いについて 

感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じて

いる場合の基本報酬への加算の内容については、別途通知を参照するこ

と。 

（新設） 

⑷ １時間以上２時間未満の指定通所リハビリテーションにおける理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置している

事業所の加算の取り扱いについて 

注３における「専従」とは、当該指定通所リハビリテーション事業所に

おいて行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施

する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとすること。 
⑸・⑹ （略） 

⑺ 注５の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒄を参照されたい。 
⑻ 平均利用延人員数の取扱い 

 ①～④ （略） 

⑤ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じ

ている場合の事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例については、別

途通知を参照すること。 

⑶ １時間以上２時間未満の指定通所リハビリテーションにおける理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士を専従かつ常勤で２名以上配置している

事業所の加算の取り扱いについて 

注２における「専従」とは、当該指定通所リハビリテーション事業所に

おいて行うリハビリテーションについて、当該リハビリテーションを実施

する時間に専らその職務に従事していることで足りるものとすること。 

⑷・⑸ （略） 

⑹ 注４の取扱い 

訪問介護と同様であるので、２⒅を参照されたい。 

⑺ 平均利用延人員数の取扱い 

 ①～④ （略） 

（新設） 

⑼ 指定通所リハビリテーションの提供について 

① （略） 

② 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所

⑻ 指定通所リハビリテーションの提供について 

① （略） 

② 指定通所リハビリテーションは、指定通所リハビリテーション事業所
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の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施す

ることが原則であるが、例外として、医療保険の脳血管疾患等リハビリ

テーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテ

ーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護

保険の指定通所リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーシ

ョン・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考

え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の別紙様式２－２

―１をもって、保険医療機関から当該事業所が情報提供を受け、当該事

業所の医師が利用者を診療するとともに、別紙様式２－２―１に記載さ

れた内容について確認し、指定通所リハビリテーションの提供を開始し

ても差し支えないと判断した場合には、別紙様式２－２―１をリハビリ

テーション計画書とみなして通所リハビリテーション費の算定を開始

してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３

月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテーシ

ョン計画を作成する。 

③ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が、指定通所リハビリテー

ションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作業療法士又は言語

聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーションの目的に加え

て、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず

当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリテーション

における利用者に対する負荷等のうちいずれか 1以上の指示を行う。 

④ ③における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記

録する。 

⑤ 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応

じて当該計画を見直す。初回の評価は、通所リハビリテーション計画に

基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね２週間以内に、その

後はおおむね３月ごとに評価を行う。 

⑥ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以

上の指定通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合に

は、リハビリテーション計画書に指定通所リハビリテーションの継続利

用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、その他指定居宅サービ

スの併用と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行う。 

の医師の診療に基づき、通所リハビリテーション計画を作成し、実施す

ることが原則であるが、例外として、医療保険の脳血管疾患等リハビリ

テーション料、廃用症候群リハビリテーション料又は運動器リハビリテ

ーション料を算定すべきリハビリテーションを受けていた患者が、介護

保険の指定通所リハビリテーションへ移行する際に、「リハビリテーシ

ョンマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテー

ション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成 30 年

３月 22 日老老発 0322 第２号）の別紙様式２―１をもって、保険医療機

関から当該事業所が情報提供を受け、当該事業所の医師が利用者を診療

するとともに、別紙様式２―１に記載された内容について確認し、指定

通所リハビリテーションの提供を開始しても差し支えないと判断した

場合には、別紙様式２―１をリハビリテーション計画書とみなして通所

リハビリテーション費の算定を開始してもよいこととする。 

なお、その場合であっても、算定開始の日が属する月から起算して３

月以内に、当該事業所の医師の診療に基づいて、次回のリハビリテーシ

ョン計画を作成する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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⑦ 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定

通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビ

リテーションの実施を開始した日から起算して１月以内に、当該利用者

の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努め

ることが必要である。 

⑧ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指

定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーショ

ンの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫などの情報を伝達する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

⑽ 入浴介助加算について 

（削る） 

ア 入浴介助加算（Ⅰ)について 

① 入浴介助加算(Ⅰ)は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合に

ついて算定されるものである（大臣基準告示 24 の４）が、この場合

の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、

利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、利用者自

身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分

の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接触する介助

を行わなかった場合についても、加算の対象となるものであること。

なお、この場合の入浴には、利用者の自立生活を支援する上で最適と

考えられる入浴手法が、部分浴（シャワー浴）や清拭である場合は、

これを含むものとする。 

② 通所リハビリテーション計画上、入浴の提供が位置付けられている

場合に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合について

は、算定できない。 

イ 入浴介助加算(Ⅱ)について 

① ア①及び②を準用する。なお、ア①の「入浴介助加算(Ⅰ)」は、「入

浴介助加算(Ⅱ)」に読み替えるものとする。 

② 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において、自身で又は家族若しく

は居宅で入浴介助を行うことが想定される訪問介護員等（以下、「家

族・訪問介護員等」という。）の介助によって入浴ができるようにな

ることを目的とし、以下ａ～ｃを実施することを評価するものであ

る。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定に関係する者は、利用者の状態に応

⑼ 入浴介助加算について 

通所介護と同様であるので、７⑻を参照されたい。 

（新設） 
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じ、自身で又は家族・訪問介護員等の介助により尊厳を保持しつつ入

浴ができるようになるためには、どのような介護技術を用いて行うこ

とが適切であるかを念頭に置いた上で、ａ～ｃを実施する。 

ａ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、介

護支援専門員等（利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことが

できる福祉用具専門相談員を含む。）が利用者の居宅を訪問し、浴

室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価する。その際、

当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切な介護技

術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で又は家族・訪

問介護員等の介助により入浴を行うことが可能であると判断した

場合、指定通所リハビリテーション事業所に対しその旨情報共有す

る。また、当該利用者の居宅を訪問し評価した者が指定通所リハビ

リテーション事業所の従業者以外の者である場合は、書面等を活用

し、十分な情報共有を行うよう留意すること。 

（※）当該利用者の居宅を訪問し評価した者が、入浴に係る適切

な介護技術に基づいて、利用者の動作を踏まえ、利用者自身で

又は家族・訪問介護員等の介助により入浴を行うことが難しい

と判断した場合は、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

又は指定福祉用具貸与事業所若しくは指定特定福祉用具販売

事業所の福祉用具専門相談員と連携し、利用者及び当該利用者

を担当する介護支援専門員等に対し、福祉用具の貸与若しくは

購入又は住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行う。 

ｂ 指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又

は言語聴覚士が、医師との連携の下で、当該利用者の身体の状況や

訪問により把握した当該利用者の居宅の浴室の環境等を踏まえた

個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容

を通所リハビリテーション計画の中に記載する場合は、その記載を

もって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。 

ｃ ｂの入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い

環境にて、入浴介助を行う。なお、この場合の「個浴その他の利用

者の居宅の状況に近い環境」とは、手すりなど入浴に要する福祉用

具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したものとし

て差し支えない。また、入浴介助を行う際は、関係計画等の達成状

況や利用者の状態をふまえて、自身で又は家族・訪問介護員等の介
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助によって入浴することができるようになるよう、必要な介護技術

の習得に努め、これを用いて行われるものであること。なお、必要

な介護技術の習得にあたっては、既存の研修等を参考にすること。 

⑾ リハビリテーションマネジメント加算について 

①～③ （略） 

④ 注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑴、注

８ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ⑴、注８ハ

に規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑴又は注８ニ

に規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)ロ⑴を取得後は、

注８イに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)イ⑵、注８

ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ａ)ロ⑵、注８ハに

規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)イ⑵又は注８ニに

規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ｂ)ロ⑵を算定するも

のであることに留意すること。 

ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、

利用者の急性増悪等により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、

利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いこと

を利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマ

ネジメント加算(Ａ)イ⑴又はロ⑴若しくは(Ｂ)イ⑴又はロ⑴を再算定でき

るものであること。 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

⑤・⑥ （略） 

⑦ 大臣基準第 25 号ロ⑵及びニ⑵規定する厚生労働省への情報の提出に

ついては、ＬＩＦＥを用いて行うこととする。ＬＩＦＥへの提出情報、

提出頻度等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加

⑽ リハビリテーションマネジメント加算について 

①～③  

④ 注７ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑴、注７

ハに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)⑴又は注７ニ

に規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)⑴を取得後は、注

７ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)⑵、注７ハに

規定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)⑵又は注７ニに規

定するリハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)⑵を算定するもので

あることに留意すること。 

 

 

ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、

利用者の急性増悪等により引き続き月に１回以上、当該会議を開催し、

利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いこと

を利用者又は家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマ

ネジメント加算(Ⅱ)⑴、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅲ)⑴又はリ

ハビリテーションマネジメント加算(Ⅳ)⑴を再算定できるものであるこ

と。 

⑤ 大臣基準告示第 25 号イ⑴の「定期的に」とは、初回の評価は、通所

リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始から

おおむね２週間以内に、その後は各加算に位置付けられた見直しの期間

ごとに評価を行うものであること。 

⑥ 指定通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対して３月以

上の指定通所リハビリテーションの継続利用が必要と判断する場合に

は、リハビリテーション計画書の特記事項欄に指定通所リハビリテーシ

ョンの継続利用が必要な理由、その他指定居宅サービスの併用と移行の

見通しを記載すること。 

⑦・⑧ （略） 

⑨ 大臣基準告示第 25 号ニ⑵のデータ提出については、厚生労働省が実

施するＶＩＳＩＴに参加し、当該事業で活用しているシステムを用い

て、リハビリテーションマネジメントで活用されるリハビリテーション
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算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」を参照されたい。 

サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理

を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

計画書等のデータを提出することを評価したものである。 

 

当該事業への参加方法や提出するデータについては「リハビリテーシ

ョンマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテー

ション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」（平成 30 年

３月 22 日老老発 0322 第２号）を参照されたい。 

⑿ 短期集中個別リハビリテーション実施加算について 

①・② （略） 

（削る） 

⑾ 短期集中個別リハビリテーション実施加算について 

①・② （略） 

③ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の

算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリ

テーションを実施するよう留意すること。 

⒀ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

①～⑥ （略） 

⑦ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)の算定に当たっては、

リハビリテーションマネジメント加算の算定が前提となっていること

から、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリテーションを実施するよう留

意すること。 

⑧ （略） 

⑿ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算について 

①～⑥ （略） 

⑦ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の

算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえたリハビリ

テーションを実施するよう留意すること。 

 

⑧ （略） 

⒁ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について 

①～③ （略） 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加

算の趣旨について説明した上で、当該計画の同意を得るよう留意するこ

と。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の

算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえ、家庭での

役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を可能とすることを

見据えた目標や実施内容を設定すること。 

⑥・⑦ （略） 

⒀ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について 

①～③ （略） 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加

算の趣旨及び注 12 の減算について説明した上で、当該計画の同意を得

るよう留意すること。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算

(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏

まえ、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を可能

とすることを見据えた目標や実施内容を設定すること。 

⑥・⑦ （略） 

（削る） ⒁ 注 12 の減算について 

生活行為向上リハビリテーションの提供を終了後、同一の利用者に対し

て、引き続き指定通所リハビリテーションを提供することは差し支えない

が、通所リハビリテーション計画の作成に当たって、その内容について利

用者又はその家族に対して説明し、同意を得る際には、６月以内の期間に
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限り、１日につき所定単位数の 100 分の 15 に相当する単位数が減算される

ことを説明した上で、当該計画の同意を得るよう留意すること。 

⒂ （略） ⒂ （略） 

⒃ 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、７⒂を参照されたい。 

（新設） 

⒄ 栄養改善加算について 

通所介護と同様であるので、７⒃を参照されたい。 

⒅ 口腔・栄養スクリーニング加算について 

通所介護と同様であるので、７⒄を参照されたい。 

⒆ 口腔機能向上加算について 

通所介護と同様であるので、７⒅を参照されたい。 

⒃ 栄養改善加算について 

通所介護と同様であるので、７⒂を参照されたい。 

⒄ 栄養スクリーニング加算について 

通所介護と同様であるので、７⒃を参照されたい。 

⒅ 口腔機能向上加算について 

通所介護と同様であるので、７⒄を参照されたい。 

⒇・(21) （略） ⒆・⒇ （略） 

(22) 科学的介護推進体制加算について 

通所介護と同様であるので、７⒆を参照されたい。 

（新設） 

(23) 事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に

通所介護を行う場合の取扱い 

通所介護と同様であるので、７⒇を参照されたい。 

(21) 事業所と同一の建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用者に

通所介護を行う場合の取扱い 

通所介護と同様であるので、７⒅を参照されたい。 

(24) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が

送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注

21 の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

(22) 送迎を行わない場合の減算について 

利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が

送迎を実施していない場合は、片道につき減算の対象となる。ただし、注

19 の減算の対象となっている場合には、当該減算の対象とはならない。 

(25) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

通所介護と同様であるので、７(22)を参照されたい。 

(23) 定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

通所介護と同様であるので、７⒇を参照されたい。 

(26) （略） (24) （略） 

(27) 移行支援加算について 

（略） 

(25) 社会参加支援加算について 

（略） 

(28) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので３⑼④から⑧までを参照されたい。 

 

② （略） 

(26) サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので３⑺④から⑥まで、並びに指定訪問看

護と同様であるので４(25)②及び③を参照されたい。 

② （略） 

(29)～(31) （略） (27)～(29) （略） 

９ （略） ９ （略） 

第３ 居宅介護支援費に関する事項 

 １～４ （略） 

第３ 居宅介護支援費に関する事項 

１～４ （略） 
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別紙４ 

 

○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月17日老計発第

0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）（抄） 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場

合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す

るものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する

月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定

を開始するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、前

記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指導

に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについて

は、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施

設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれば

足りるものとする。 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であること

から、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっ

ても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定するこ

ととし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か

ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所

を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度

が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を

算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費

(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合

については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業者

に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされた場

合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始す

るものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護

については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属する

月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）から算定

を開始するものとすること。 

ただし、平成 27 年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理指

導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについ

ては、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定

施設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までになされれ

ば足りるものとする。 

介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーショ

ンについては、月額定額報酬であることから、月途中からのサービス開始、

月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上

に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援か

ら要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事業所

を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支援度

が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単位数を

算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問介護費

(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更となった場合

については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 
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⑴ 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの

割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算

になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則第 12 条

に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる単位数が１単位に

満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

を基本として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位

数（整数値）である。 

⑴ 算定上における端数処理について 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの

割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）

を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算

になる。 

 

 

 

 

 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コード

として作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整

数値）である。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活

介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域

密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定

しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ

せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪

問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、

介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費並び

に介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護

費は算定しないものであること。 

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護

又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ

ること。 

⑵ サービス種類相互の算定関係について 

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活

介護費を受けている間については、その他の介護予防サービス費又は地域

密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定

しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対

してその他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用さ

せることは差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予防訪

問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問

リハビリテーション費、介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテ

ーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多

機能型居宅介護費は算定しないものであること。 

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護

又は介護予防短期入所療養介護を受けている者についても算定が可能であ

ること。 

⑶～⑹ （略） ⑶・⑷ （略） 

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテー

ションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条の２の定義上、要支

援者の居宅において行われるものとされており、要支援者の居宅以外で行

⑸ 介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予

防訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成９年法律第 123 号)第８条

の２の定義上、要支援者の居宅において行われるものとされており、要支
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われるものは算定できない。 援者の居宅以外で行われるものは算定できない。 

⑹ （略） ⑹ （略） 

（削る） ⑺ 栄養管理について 

介護サービス事業者は、利用者に対し、各利用者の年齢、心身の状況に

応じた栄養状態の管理を適切に実施すること。特に、介護予防短期入所生

活介護及び介護予防短期入所療養介護においては、常勤の管理栄養士又は

栄養士が、各利用者の年齢等に応じて適切な栄養量及び内容の食事提供を

行う体制を整備し、各利用者の栄養状態にあった栄養管理を行うこと。 

⑺ 常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについて 

常勤換算方法及び常勤の具体的な取扱いについては、①及び②のとおり

とすること。 

① 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法

律（昭和 47 年法律第 113 号）第 13 条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介

護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育

児・介護休業法」という。）第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のため

の所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤

務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間を基

本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理措置

又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられて

いる者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っ

ている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30 時間と

して取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者が

労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性健

康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、同条

第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制

度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の

規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ず

（新設） 
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る措置による休業を取得中の期間において、当該要件において求められ

る資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数に換算す

ることにより、当該要件を満たすことが可能であることとする。 

⑻ 文書の取扱いについて 

① 電磁的記録について 

指定事業者及びサービスの提供に当たる者（以下この⑻において「事

業者等」という。）は、書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録に

より行うことができる。 

イ 電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備え

られたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製

する方法によること。 

ロ 電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。  

ａ 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイル

により保存する方法 

ｂ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってでき

た電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存

する方法 

ハ その他、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（以下「指定介護予防サービス基準」という。）第

293 条第１項において電磁的記録により行うことができるとされてい

るものに類するものは、イ及びロに準じた方法によること。 

ニ また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関する

ガイドライン」等を遵守すること。 

② 電磁的方法について 

事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結等について、事前に利用

者又はその家族等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によること

ができる。 

イ 電磁的方法による交付は、指定介護予防サービス基準第 49 条の２

第２項から第６項までまでの規定に準じた方法によること。 

（新設） 
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ロ 電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意

の意思表示をした場合等が考えられること。なお、「押印についての

Ｑ＆Ａ（令和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

ハ 電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明

確にする観点から、書面における署名又は記名・押印に代えて、電子

署名を活用することが望ましいこと。なお、「押印についてのＱ＆Ａ

（令和２年６月 19 日内閣府法務省経済産業省）」を参考にすること。 

ニ その他、指定介護予防サービス基準第 293 条第２項において電磁的

方法によることができるとされているものに類するものは、イからハ

までに準じた方法によること。ただし、この通知の規定により電磁的

方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

ホ また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガ

イダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイ

ドライン」等を遵守すること。 

③ その他 

イ この通知に定めるほか、単位数の算定に当たって押印を要する文書

については、押印を不要とする変更等が行われたものとみなして取り

扱うものとすること。この場合において、「押印についてのＱ＆Ａ（令

和２年６月 19 日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考にすることと

し、変更の主な方法は、様式中の「印」等の表記を削るものとするこ

と。 

ロ 単位数の算定に当たって事業者に書類の提出を求める場合にあっ

ては、事業者に過度な負担が生じないよう配慮し、必要以上の添付書

類等を求めないものとすること。 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 90 を乗じて得た単位数を算定できる。 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 利用者の心身の状況により入浴を見合わせた場合の取扱い 

実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合に

は算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場

合には、所定単位数に 100 分の 70 を乗じて得た単位数を算定できる。 

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷

地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に

⑷ 指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷

地内の建物若しくは指定介護予防訪問入浴介護事業所と同一の建物等に
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護職員が訪問を行った上で、必要に応じて電話相談を行い、併せて介護

支援専門員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供

を行った場合について算定する。 

② 新規認定、更新認定又は要支援認定区分の変更の際に作成された介護

予防サービス計画に基づくサービスの開始から６月以内に行われた場合

に算定するものとする。 

③ 看護職員は実施した療養上の相談及び支援に係る記録を作成し、保存

するとともに、相談等の対象となった利用者ごとに利用者氏名、訪問先、

訪問日、指導の要点、解決すべき課題等に関する要点を明記し、医師、

介護支援専門員等に対して情報提供を行うこととする。 

⑺ （略） 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注５、ニ注３、ホ注３について 

（略） 

⑼ イ注５、ロ注４、ハ注６、ニ注４、ホ注４について 

（略） 

⑺ （略） 

⑻ イ注４、ロ注３、ハ注４、ニ注３、ホ注３について 

（略） 

⑼ イ注５、ロ注４、ハ注５、ニ注４、ホ注４について 

（略） 

６ 介護予防通所リハビリテーション費 

⑴ 算定の基準について 

① 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師は、指定介護予防

通所リハビリテーションの実施に当たり、当該事業所の理学療法士、作

業療法士又は言語聴覚士に対し、利用者に対する当該リハビリテーショ

ンの目的に加えて、当該リハビリテーション開始前又は実施中の留意事

項、やむを得ず当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハ

ビリテーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか１以上の

指示を行う。 

② ①における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療法士、作業

療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示に基づき行った内容を明確に記

録する。 

③ 介護予防通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、

必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、介護予防通所リハビリ

テーション計画に基づく介護予防通所リハビリテーションの提供開始か

らおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ごとに評価を行う 

④ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対し

て３月以上の指定介護予防通所リハビリテーションの継続利用が必要と

判断する場合には、リハビリテーション計画書に指定介護予防通所リハ

６ 介護予防通所リハビリテーション費 

（新設） 
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ビリテーションの継続利用が必要な理由、具体的な終了目安となる時期、

法第115条の45第１項第１号ロに規定する第１号通所事業その他指定介

護予防サービスの併用と移行の見通しを記載し、本人・家族に説明を行

う。 

⑤ 新規に介護予防通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対

して、指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指

示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、当該計画に従い、

指定介護予防通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して

１月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能

力検査等を行うよう努める。 

⑥ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス

等基準第 117 条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション

事業所をいう。以下この号及び第 110 号において同じ。）の理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士は、介護支援専門員を通じて、法第 115 条の

45 第１項第１号イに規定する第一号訪問事業その他指定介護予防サー

ビスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点か

ら、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達する。 

（削る） ⑴ リハビリテーションマネジメント加算について 

① リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケア

マネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーション

の質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協

働による介護予防通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づ

く適切な指定介護予防通所リハビリテーションの提供、当該提供内容の

評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等といったＳＰＤＣＡサイ

クルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った

場合に加算するものである。 

② 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を

目指すに当たって、心身機能、個人として行うＡＤＬやＩＡＤＬといっ

た活動をするための機能、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関

与すること等といった参加をするための機能について、バランス良くア

プローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することを

いう。 

③ 大臣基準告示第 106 の５号⑴の「定期的に」とは、初回の評価は、介

護予防通所リハビリテーション計画に基づく介護予防通所リハビリテー
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ションの提供開始からおおむね２週間以内に、その後はおおむね３月ご

とに評価を行うものである。 

④ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の医師が利用者に対し

て３月以上の指定介護予防通所リハビリテーションの継続利用が必要と

判断する場合には、リハビリテーション計画書の特記事項欄に指定介護

予防通所リハビリテーションの継続利用が必要な理由、その他介護予防

サービスの併用と移行の見通しを記載する。 

⑵ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について 

①～③ （略） 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加

算の趣旨について説明した上で、当該計画の同意を得る。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、家庭での役割を担うことや地域の行事等

に関与すること等を可能とすることを見据えた目標や実施内容を設定す

る。 

 

⑥・⑦ （略） 

⑵ 生活行為向上リハビリテーション実施加算について 

①～③ （略） 

④ 生活行為向上リハビリテーション実施計画の作成に当たっては、本加

算の趣旨及び注５の減算について説明した上で、当該計画の同意を得る。 

⑤ 本加算の算定に当たっては、リハビリテーションマネジメント加算の

算定が前提となっていることから、当該加算の趣旨を踏まえ、家庭での

役割を担うことや地域の行事等に関与すること等を可能とすることを見

据えた目標や実施内容を設定する。 

⑥・⑦ （略） 

（削る） ⑶ 注５の減算について 

生活行為向上リハビリテーションの提供を終了後、同一の利用者に対し

て、引き続き指定介護予防通所リハビリテーションを提供することは差し

支えないが、介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たって、そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明し、同意を得る際には、

６月以内の期間に限り、１月につき所定単位数の 100 分の 15 に相当する

単位数が減算されることを説明した上で、当該計画の同意を得る。 

⑶ 注８の取扱いについて 

指定介護予防通所リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合は、

指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援１の場合 20 単位、要

支援２の場合 40 単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指

示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、

本取扱いについては、令和３年４月から起算して 12 月を超える場合から

適用されるものであること。 

（新設） 

⑷ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者

に対し指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算につい

て 

① 同一建物の定義 

⑷ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者

に対し指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合の減算につい

て 

① 同一建物の定義 
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通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒇①を参照されたい。 

② 注７の減算の対象 

注７の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及

び同一建物から指定介護予防通所リハビリテーションを利用する者に

限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅（同一建物に

居住する者を除く。）から指定介護予防通所リハビリテーション事業所

へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、

同一建物に宿泊した者が指定介護予防通所リハビリテーション事業所

へ通い、自宅（同一建物に居住する者を除く。）に帰る場合、この日は

減算の対象となる。 

③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その

他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して１月

を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、例外的

に減算対象とならない。この場合の具体的な例及び記録については、通

所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒇②を参照されたい。 

⑸ （略） 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒅①を参照されたい。 

② 注９の減算の対象 

注９の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住する者及

び同一建物から指定介護予防通所リハビリテーションを利用する者に

限られることに留意すること。したがって、例えば、自宅（同一建物に

居住する者を除く。）から指定介護予防通所リハビリテーション事業所

へ通い、同一建物に宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、

同一建物に宿泊した者が指定介護予防通所リハビリテーション事業所

へ通い、自宅（同一建物に居住する者を除く。）に帰る場合、この日は

減算の対象となる。 

③ なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その

他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して１月

を通じて当該サービスを提供する日ごとに送迎を行った場合は、例外的

に減算対象とならない。この場合の具体的な例及び記録については、通

所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒅②を参照されたい。 

⑸ （略） 
⑹ 栄養アセスメント加算について 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒂を参照されたい。 

（新設） 

⑺ 栄養改善加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒃を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービ

スを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護

状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計

画に定める栄養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態の

改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支

援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当該サー

ビスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するも

のとする。 

⑹ 栄養改善加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒂を参照されたい。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて栄養改善サービ

スを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要介護

状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、栄養ケア計

画に定める栄養改善サービスをおおむね３月実施した時点で栄養状態の

改善状況について評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護予防支

援事業者等に報告するとともに、栄養状態に係る課題が解決され当該サー

ビスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを終了するも

のとする。 

⑻ 口腔・栄養スクリーニング加算の取扱いについて 

① 口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリ

ーニング（以下「口腔スクリーニング」という。）及び栄養状態のスク

リーニング（以下「栄養スクリーニング」という。）は、利用者ごとに

⑺ 栄養スクリーニング加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒃を参照されたい。 

-74-



27 
 

行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。 

② 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原

則として一体的に実施すべきものであること。ただし、大臣基準第 19

号の２ロに規定する場合にあっては、口腔スクリーニング又は栄養スク

リーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)を算定

することができる。 

③ 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利

用者について、それぞれ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支

援専門員に対し、提供すること。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ ＢＭＩが 18.5 未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支

援事業の実施について」（平成 18 年６月９日老発第 0609001 号厚生

労働省老健局長通知）に規定する基本チェックリストの№11 の項目

が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が 3.5ｇ／dl 以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

④ 口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サー

ビス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加

算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングを継続的に実

施すること。 

⑤ 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養

スクリーニングの結果、栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施

加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算若しくは選

択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供

が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月

でも栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算

を算定できること。 

⑼ 口腔機能向上加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒅を参照されたい。 

⑻ 口腔機能向上加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒄を参照されたい。 
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ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上サ

ービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要

介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能改

善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施した

時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護

予防支援事業者等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が解決さ

れ当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを

終了するものとする。 

ただし、指定介護予防通所リハビリテーションにおいて口腔機能向上サ

ービスを提供する目的は、当該サービスを通じて要支援者ができる限り要

介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援す

ることであることに留意すること。 

なお、要支援者に対する当該サービスの実施に当たっては、口腔機能改

善管理指導計画に定める口腔機能向上サービスをおおむね３月実施した

時点で口腔機能の状態の評価を行い、その結果を当該要支援者に係る介護

予防支援事業者等に報告するとともに、口腔機能向上に係る課題が解決さ

れ当該サービスを継続する必要性が認められない場合は、当該サービスを

終了するものとする。 

⑽ 選択的サービス複数実施加算の取扱いについて 

当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施

することにより、要支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資す

るサービスを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定

に当たっては以下に留意すること。 

① 実施する選択的サービスごとに、⑸、⑺、⑼に掲げる各選択的サービ

スの取扱いに従い適切に実施していること。 

②・③ （略） 

⑾ （略） 

⑼ 選択的サービス複数実施加算の取扱いについて 

当該加算は、選択的サービスのうち複数のサービスを組み合わせて実施

することにより、要支援者の心身機能の改善効果を高め、介護予防に資す

るサービスを効果的に提供することを目的とするものである。なお、算定

に当たっては以下に留意すること。 

① 実施する選択的サービスごとに、⑸、⑹、⑻に掲げる各選択的サービ

スの取扱いに従い適切に実施していること。 

②・③ （略） 

⑽ （略） 

⑿ 科学的介護推進体制加算の取扱いについて 

通所介護と同様であるので、老企第 36 号７の⒆を参照されたい。 

（新設） 

⒀ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑽を参照のこと。 

⑾ 介護職員処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑻を参照のこと。 

⒁ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑾を参照のこと。 

⑿ 介護職員等特定処遇改善加算の取扱い 

介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑼を参照のこと。 

⒂ （略） ⒀ （略） 

７ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに

人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、

本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下

７ 介護予防短期入所生活介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 併設事業所について 

① （略） 

② 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに

人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、

本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、 

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下
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７　通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテーショ
ンの前後に日常生活上の世話を行う場合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（A）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（B）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 366 単位）

要介護２ （ 395 単位）

要介護３ （ 426 単位）

要介護４ （ 455 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 380 単位）

要介護２ （ 436 単位）

要介護３ （ 494 単位）

要介護４ （ 551 単位）

要介護５ （ 608 単位）

要介護１ （ 483 単位）

要介護２ （ 561 単位）

要介護３ （ 638 単位）

要介護４ （ 738 単位）

要介護５ （ 836 単位）

要介護１ （ 549 単位）

要介護２ （ 637 単位）

要介護３ （ 725 単位）

要介護４ （ 838 単位）

要介護５ （ 950 単位）

要介護１ （ 618 単位）

要介護２ （ 733 単位）

要介護３ （ 846 単位）

要介護４ （ 980 単位）

要介護５ （ 1,112 単位）

要介護１ （ 710 単位）

要介護２ （ 844 単位）

要介護３ （ 974 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,281 単位）

要介護１ （ 757 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,039 単位）

要介護４ （ 1,206 単位）

要介護５ （ 1,369 単位）

要介護１ （ 366 単位）

要介護２ （ 395 単位）

要介護３ （ 426 単位）

要介護４ （ 455 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 380 単位）

要介護２ （ 436 単位）

要介護３ （ 494 単位）

要介護４ （ 551 単位）

要介護５ （ 608 単位）

要介護１ （ 483 単位）

要介護２ （ 561 単位）

要介護３ （ 638 単位）

要介護４ （ 738 単位）

要介護５ （ 836 単位）

要介護１ （ 549 単位）

要介護２ （ 637 単位）

要介護３ （ 725 単位）

要介護４ （ 838 単位）

要介護５ （ 950 単位）

要介護１ （ 618 単位）

要介護２ （ 733 単位）

要介護３ （ 846 単位）

要介護４ （ 980 単位）

要介護５ （ 1,112 単位）

要介護１ （ 710 単位）

要介護２ （ 844 単位）

要介護３ （ 974 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,281 単位）

要介護１ （ 757 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,039 単位）

要介護４ （ 1,206 単位）

要介護５ （ 1,369 単位）

要介護１ （ 366 単位）

要介護２ （ 395 単位）

要介護３ （ 426 単位）

要介護４ （ 455 単位）

要介護５ （ 487 単位）

要介護１ （ 380 単位）

要介護２ （ 436 単位）

要介護３ （ 494 単位）

要介護４ （ 551 単位）

要介護５ （ 608 単位）

要介護１ （ 483 単位）

要介護２ （ 561 単位）

要介護３ （ 638 単位）

要介護４ （ 738 単位）

要介護５ （ 836 単位）

要介護１ （ 549 単位）

要介護２ （ 637 単位）

要介護３ （ 725 単位）

要介護４ （ 838 単位）

要介護５ （ 950 単位）

要介護１ （ 618 単位）

要介護２ （ 733 単位）

要介護３ （ 846 単位）

要介護４ （ 980 単位）

要介護５ （ 1,112 単位）

要介護１ （ 710 単位）

要介護２ （ 844 単位）

要介護３ （ 974 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,281 単位）

要介護１ （ 757 単位）

要介護２ （ 897 単位）

要介護３ （ 1,039 単位）

要介護４ （ 1,206 単位）

要介護５ （ 1,369 単位）

＋３/１００

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

１日につき
＋30単位

＋5／１００

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋30単位

（４）  ４時間以上
　　　　５時間未満

（５）  ５時間以上
　　　　６時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

×70/１００
１日につき
＋40単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

注 注

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋160単位
（月２回を

限度）

片道につき
－47単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋20単位

1月につき
＋40単位

１日につき
－94単位

１回につき
＋200単位
（月２回を

限度）

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋560単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋240単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋593単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋273単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋830単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋510単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋863単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋543単位

1日につき
＋110単位

１日につき
＋240単位
（週２日を

限度）

１月につき
＋1,920単位

１回につき
＋150単位
（月２回を

限度）

注

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

注 注

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

１日につき
＋60単位

イ

　

通

常

規

模

の

事

業

所

の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき

＋1,250単位

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

１日につき
＋60単位

１月につき
＋50単位

基本部分

注

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

×70/１００

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

介護　6
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注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテーショ
ンの前後に日常生活上の世話を行う場合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（A）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（B）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 361 単位）

要介護２ （ 392 単位）

要介護３ （ 421 単位）

要介護４ （ 450 単位）

要介護５ （ 481 単位）

要介護１ （ 375 単位）

要介護２ （ 431 単位）

要介護３ （ 488 単位）

要介護４ （ 544 単位）

要介護５ （ 601 単位）

要介護１ （ 477 単位）

要介護２ （ 554 単位）

要介護３ （ 630 単位）

要介護４ （ 727 単位）

要介護５ （ 824 単位）

要介護１ （ 540 単位）

要介護２ （ 626 単位）

要介護３ （ 711 単位）

要介護４ （ 821 単位）

要介護５ （ 932 単位）

要介護１ （ 599 単位）

要介護２ （ 709 単位）

要介護３ （ 819 単位）

要介護４ （ 950 単位）

要介護５ （ 1,077 単位）

要介護１ （ 694 単位）

要介護２ （ 824 単位）

要介護３ （ 953 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,252 単位）

要介護１ （ 734 単位）

要介護２ （ 868 単位）

要介護３ （ 1,006 単位）

要介護４ （ 1,166 単位）

要介護５ （ 1,325 単位）

要介護１ （ 361 単位）

要介護２ （ 392 単位）

要介護３ （ 421 単位）

要介護４ （ 450 単位）

要介護５ （ 481 単位）

要介護１ （ 375 単位）

要介護２ （ 431 単位）

要介護３ （ 488 単位）

要介護４ （ 544 単位）

要介護５ （ 601 単位）

要介護１ （ 477 単位）

要介護２ （ 554 単位）

要介護３ （ 630 単位）

要介護４ （ 727 単位）

要介護５ （ 824 単位）

要介護１ （ 540 単位）

要介護２ （ 626 単位）

要介護３ （ 711 単位）

要介護４ （ 821 単位）

要介護５ （ 932 単位）

要介護１ （ 599 単位）

要介護２ （ 709 単位）

要介護３ （ 819 単位）

要介護４ （ 950 単位）

要介護５ （ 1,077 単位）

要介護１ （ 694 単位）

要介護２ （ 824 単位）

要介護３ （ 953 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,252 単位）

要介護１ （ 734 単位）

要介護２ （ 868 単位）

要介護３ （ 1,006 単位）

要介護４ （ 1,166 単位）

要介護５ （ 1,325 単位）

要介護１ （ 361 単位）

要介護２ （ 392 単位）

要介護３ （ 421 単位）

要介護４ （ 450 単位）

要介護５ （ 481 単位）

要介護１ （ 375 単位）

要介護２ （ 431 単位）

要介護３ （ 488 単位）

要介護４ （ 544 単位）

要介護５ （ 601 単位）

要介護１ （ 477 単位）

要介護２ （ 554 単位）

要介護３ （ 630 単位）

要介護４ （ 727 単位）

要介護５ （ 824 単位）

要介護１ （ 540 単位）

要介護２ （ 626 単位）

要介護３ （ 711 単位）

要介護４ （ 821 単位）

要介護５ （ 932 単位）

要介護１ （ 599 単位）

要介護２ （ 709 単位）

要介護３ （ 819 単位）

要介護４ （ 950 単位）

要介護５ （ 1,077 単位）

要介護１ （ 694 単位）

要介護２ （ 824 単位）

要介護３ （ 953 単位）

要介護４ （ 1,102 単位）

要介護５ （ 1,252 単位）

要介護１ （ 734 単位）

要介護２ （ 868 単位）

要介護３ （ 1,006 単位）

要介護４ （ 1,166 単位）

要介護５ （ 1,325 単位）

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

（４）  ４時間以上
　　　　５時間未満

（５）  ５時間以上
　　　　６時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

＋３/１００

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

（６）　６時間以上
　　　　７時間未満

（７）　７時間以上
　　　　８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

１回につき
＋160単位
（月２回を

限度）

1日につき
＋20単位

1月につき
＋40単位

１日につき
－94単位

片道につき
－47単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

１日につき
＋60単位

１月につき
＋50単位

１回につき
＋200単位
（月２回を

限度）

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋150単位
（月２回を

限度）

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき

＋1,250単位

１日につき
＋30単位

＋5／１００
１日につき
＋40単位

１日につき
＋60単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋560単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋240単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋593単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋273単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

注 注

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋830単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋510単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋863単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋543単位

1日につき
＋110単位

１日につき
＋240単位
（週２日を

限度）

１月につき
＋1,920単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

ロ

　

大

規

模

の

事

業

所

（
Ⅰ

）
の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　　２時間未満

×70/１００ ×70/１００

（２）　２時間以上
　　　　３時間未満

（３）　３時間以上
　　　　４時間未満

（４）　４時間以上
　　　　５時間未満

（５）　５時間以上
　　　　６時間未満

注 注注

基本部分

注

介護　7
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注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注

利用者の数
が利用定員
を超える場
合

又
は

医師、理学
療法士・作
業療法士・
言語聴覚
士、看護・
介護職員の
員数が基準
に満たない
場合

感染症又は
災害の発生
を理由とす
る利用者数
の減少が一
定以上生じ
ている場合

理学療法士
等体制強化
加算

７時間以上８時間未満の通所リハビリテーショ
ンの前後に日常生活上の世話を行う場合

リハビリテーション提供体制加算 中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

入浴介助加
算（Ⅰ）

入浴介助加
算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（A）

リハビリテー
ションマネジ
メント加算
（B）

短期集中個
別リハビリ
テーション
実施加算

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅰ）

認知症短期
集中リハビリ
テーション
実施加算
（Ⅱ）

生活行為向
上リハビリ
テーション
実施加算

若年性認知
症利用者受
入加算

栄養アセス
メント加算

栄養改善加
算

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅰ）

口腔・栄養
スクリーニン
グ加算（Ⅱ）

口腔機能向
上加算（Ⅰ）

口腔機能向
上加算（Ⅱ）

重度療養管
理加算

中重度者ケ
ア体制加算

科学的介護
推進体制加
算

事業所と同
一建物に居
住する者又
は同一建物
から利用す
る者に通所
リハビリテー
ションを行う
場合

事業所が送
迎を行わな
い場合

要介護１ （ 353 単位）

要介護２ （ 384 単位）

要介護３ （ 411 単位）

要介護４ （ 441 単位）

要介護５ （ 469 単位）

要介護１ （ 368 単位）

要介護２ （ 423 単位）

要介護３ （ 477 単位）

要介護４ （ 531 単位）

要介護５ （ 586 単位）

要介護１ （ 465 単位）

要介護２ （ 542 単位）

要介護３ （ 616 単位）

要介護４ （ 710 単位）

要介護５ （ 806 単位）

要介護１ （ 520 単位）

要介護２ （ 606 単位）

要介護３ （ 689 単位）

要介護４ （ 796 単位）

要介護５ （ 902 単位）

要介護１ （ 579 単位）

要介護２ （ 687 単位）

要介護３ （ 793 単位）

要介護４ （ 919 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 919 単位）

要介護４ （ 1,066 単位）

要介護５ （ 1,211 単位）

要介護１ （ 708 単位）

要介護２ （ 841 単位）

要介護３ （ 973 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,282 単位）

要介護１ （ 353 単位）

要介護２ （ 384 単位）

要介護３ （ 411 単位）

要介護４ （ 441 単位）

要介護５ （ 469 単位）

要介護１ （ 368 単位）

要介護２ （ 423 単位）

要介護３ （ 477 単位）

要介護４ （ 531 単位）

要介護５ （ 586 単位）

要介護１ （ 465 単位）

要介護２ （ 542 単位）

要介護３ （ 616 単位）

要介護４ （ 710 単位）

要介護５ （ 806 単位）

要介護１ （ 520 単位）

要介護２ （ 606 単位）

要介護３ （ 689 単位）

要介護４ （ 796 単位）

要介護５ （ 902 単位）

要介護１ （ 579 単位）

要介護２ （ 687 単位）

要介護３ （ 793 単位）

要介護４ （ 919 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 919 単位）

要介護４ （ 1,066 単位）

要介護５ （ 1,211 単位）

要介護１ （ 708 単位）

要介護２ （ 841 単位）

要介護３ （ 973 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,282 単位）

要介護１ （ 353 単位）

要介護２ （ 384 単位）

要介護３ （ 411 単位）

要介護４ （ 441 単位）

要介護５ （ 469 単位）

要介護１ （ 368 単位）

要介護２ （ 423 単位）

要介護３ （ 477 単位）

要介護４ （ 531 単位）

要介護５ （ 586 単位）

要介護１ （ 465 単位）

要介護２ （ 542 単位）

要介護３ （ 616 単位）

要介護４ （ 710 単位）

要介護５ （ 806 単位）

要介護１ （ 520 単位）

要介護２ （ 606 単位）

要介護３ （ 689 単位）

要介護４ （ 796 単位）

要介護５ （ 902 単位）

要介護１ （ 579 単位）

要介護２ （ 687 単位）

要介護３ （ 793 単位）

要介護４ （ 919 単位）

要介護５ （ 1,043 単位）

要介護１ （ 670 単位）

要介護２ （ 797 単位）

要介護３ （ 919 単位）

要介護４ （ 1,066 単位）

要介護５ （ 1,211 単位）

要介護１ （ 708 単位）

要介護２ （ 841 単位）

要介護３ （ 973 単位）

要介護４ （ 1,129 単位）

要介護５ （ 1,282 単位）

　：　「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入

※　生活行為向上リハビリテーション実施加算及び生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算については、令和３年３月３１日までに算定している場合、従前の単位数を算定する。

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については令和４年３月３１日まで算定可能。

※　令和３年９月３０日までの間は、通所リハビリテーション費のイからハまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の90／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の80／１００）

ト　介護職員等
　　特定処遇
　　改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

（１回につき　６単位を加算）

ヘ　介護職員
　　処遇改善
　　加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×47／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×34／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×19／１０００）

（７）　７時間以上
       ８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

ニ　移行支援加算
(1日につき　１２単位を加

算)

ホ　サービス
　　提供体制
　　強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（１回につき　２２単位を加算）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（１回につき　１８単位を加算）

（５）  ５時間以上
       ６時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

（６）　６時間以上
       ７時間未満

（３）　３時間以上
       ４時間未満

＋３/１００

（７）　７時間以上
       ８時間未満

（６）　６時間以上
       ７時間未満

介

護

医

療

院

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（３）　３時間以上
　　　 ４時間未満

（４）  ４時間以上
       ５時間未満

（５）　５時間以上
       ６時間未満

（４）　４時間以上
       ５時間未満

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

（６）　６時間以上
       ７時間未満

（４）　４時間以上
       ５時間未満

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

（５）　５時間以上
       ６時間未満

１日につき
＋30単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）

イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋560単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋240単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（A）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋593単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋273単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

＋5／１００
１日につき
＋40単位

介

護

老

人

保

健

施

設

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

１日につき
＋30単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

（３）　３時間以上
　　　 ４時間未満

１日につき
＋60単位

×70/１００

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

１日につき
＋30単位

３時間以上４時間未満の場合　＋12単位

６時間以上７時間未満の場合　＋24単位

１回につき
＋20単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋5単位

（６月に１回を
限度）

１回につき
＋160単位
（月２回を

限度）

（７）　７時間以上
       ８時間未満

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

４時間以上５時間未満の場合　＋16単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

（２）　２時間以上
　　　 ３時間未満

×70/１００

注注 注 注

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）イ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋830単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋510単位

リハビリテー
ションマネジメ
ント加算（B）ロ

同意日の属
する月から６

月以内
１月につき
＋863単位

同意日の属
する月から６

月超
１月につき
＋543単位

1日につき
＋110単位

１日につき
＋240単位
（週２日を

限度）

１月につき
＋1,920単位

利用開始日
の属する月か
ら ６月以内
 １月につき

＋1,250単位

１回につき
＋150単位
（月２回を

限度）

片道につき
－47単位

1日につき
＋100単位

1日につき
＋100単位

１日につき
＋60単位

１月につき
＋50単位

１回につき
＋200単位
（月２回を

限度）

1日につき
＋20単位

1月につき
＋40単位

１日につき
－94単位

1日につき
＋100単位

基本部分

注 注

ハ

　

大

規

模

の

事

業

所

（
Ⅱ

）
の

場

合

病

院

又

は

診

療

所

の

場

合

（１）　１時間以上
　　　 ２時間未満

５時間以上６時間未満の場合　＋20単位

７時間以上の場合　　　　　　　　＋28単位

８時間以上９時間未満の場合　　　　＋50単位
９時間以上１０時間未満の場合　　＋100単位

１０時間以上１１時間未満の場合　　＋150単位
１１時間以上１２時間未満の場合　　＋200単位
１２時間以上１３時間未満の場合　　＋250単位
１３時間以上１４時間未満の場合　　＋300単位

介護　8
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５　介護予防通所リハビリテーション費

注 注 注 注 注

利用者の数が利
用定員を超える
場合

又
は

医師、理学療法
士・作業療法士・
言語聴覚士、看
護・介護職員の
員数が基準に満
たない場合

中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加
算

生活行為向上リ
ハビリテーション実
施加算

若年性認知症利
用者受入加算

事業所と同一建
物に居住する者
又は同一建物か
ら利用する者に介
護予防通所リハビ
リテーションを行う
場合

利用を開始した
日の属する月から
起算して12月を
超えた期間に介
護予防通所リハビ
リテーションを行っ
た場合

（1月につき　２２５単位を加算）

（1月につき　５０単位を加算）

（1月につき　２００単位を加算）

（１）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（１回につき　２０単位を加算（６月に１回を限度））

（２）　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） （１回につき　５単位を加算（６月に１回を限度））

（１）　口腔機能向上加算（Ⅰ） （1月につき　１５０単位を加算）

（２）　口腔機能向上加算（Ⅱ） （1月につき　１６０単位を加算）

要支援１ （１月につき　８８単位を加算）

要支援２ （１月につき　１７６単位を加算）

要支援１ （１月につき　７２単位を加算）

要支援２ （１月につき　１４４単位を加算）

要支援１ （１月につき　２４単位を加算）

要支援２ （１月につき　４８単位を加算）

　：　「事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、
　  　「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※　生活行為向上リハビリテーション実施加算及び生活行為向上リハビリテーションの実施後にリハビリテーションを継続した場合の減算については、令和３年３月３１日までに算定している場合、従前の単位数を算定する。

※　令和３年９月３０日までの間は、介護予防通所リハビリテーション費のイについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

※　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び介護職員処遇改善加算（Ⅴ）については、令和４年３月３１日まで算定可能。

ヌヲ　介護職員等特定
　　処遇改善加算

（１）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 注
所定単位は、イからヌまでにより算定
した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×２０／１０００）

（２）　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×１７／１０００）

注
所定単位は、イからヌまでにより算定
した単位数の合計

（1月につき　＋所定単位×４７／１０００）

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

（1月につき　＋所定単位×３４／１０００）

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

（1月につき　＋所定単位×１９／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

（1月につき　＋（３）の８０／１００）

ヌ　サービス提供体
　　制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

ル　介護職員処遇
　　改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上

（１月につき　７００単位を加算）

チ　事業所評価加算 （1月につき　１２０単位を加算）

リ　科学的介護推進体制加算 （1月につき　４０単位を加算）

運動器機能向上及び栄養改善

（１月につき　４８０単位を加算）

運動器機能向上及び口腔機能向上

（１月につき　４８０単位を加算）

栄養改善及び口腔機能向上

（１月につき　４８０単位を加算）

ロ　運動器機能向上加算

ハ　栄養アセスメント加算

ニ　栄養改善加算

ヘ　口腔機能向上
　　 加算

ト　選択的サービス
　　複数実施加算

（１）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅰ）

（２）　選択的サービス複数実施
　　加算（Ⅱ）

ホ　口腔・栄養スクリ
　　 ーニング加算

介護医療院の場合

要支援１
－３７６単位 －２０単位

（２，０５３単位）

要支援２
－７５２単位 －４０単位

（３，９９９単位）

＋５／１００

（３，９９９単位）

＋２４０単位

－３７６単位 －２０単位
（２，０５３単位）

要支援２
－７５２単位 －４０単位

（３，９９９単位）

利用開始日の属
する月から ６月

以内
 １月につき
＋５６２単位

要支援１
－３７６単位 －２０単位

（２，０５３単位）

要支援２
－７５２単位 －４０単位

基本部分

注

イ　介護予防通所
　　リハビリテーション費
　　（１月につき）

病院又は診療所の場合

要支援１

×７０／１００ ×７０／１００介護老人保健施設の場合

予防　4
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施設等の区分 人員配置区分

地域区分

職員の欠員による減算の状況

感染症又は災害の発生を理由とする
利用者数の減少が一定以上生じてい
る場合の対応

時間延長サービス体制

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算

入浴介助加算

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝマネジメント加算

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

若年性認知症利用者受入加算

栄養アセスメント・栄養改善体制

口腔機能向上加算

中重度者ケア体制加算

科学的介護推進体制加算

移行支援加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

職員の欠員による減算の状況

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算

若年性認知症利用者受入加算

運動器機能向上体制

栄養アセスメント・栄養改善体制

口腔機能向上加算

選択的サービス複数実施加算

事業所評価加算〔申出〕の有無

科学的介護推進体制加算

サービス提供体制強化加算

介護職員処遇改善加算

介護職員等特定処遇改善加算

介 護 給 付 費 算 定 に 係 る 体 制 等 状 況 一 覧 表（通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション）

事 業 所 番 号

提供サービス そ　 　　の　 　　他　　 　該　　 　当　　 　す 　　　る 　　　体 　　　制 　　　等 LIFEへの登録 割 引

各サービス共通
１　１級地　６　２級地　７　３級地　２　４級地　３　５級地
４　６級地　９　７級地　５　その他

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

16 通所リハビリテーション

４　通常規模の事業所(病院・診療所)
７　通常規模の事業所(介護老人保健施設)
Ａ　通常規模の事業所(介護医療院)
５　大規模の事業所(Ⅰ)(病院・診療所)
８　大規模の事業所(Ⅰ)(介護老人保健施設)
Ｂ　大規模の事業所(Ⅰ)(介護医療院)
６　大規模の事業所(Ⅱ)(病院・診療所)
９　大規模の事業所(Ⅱ)(介護老人保健施設)
Ｃ　大規模の事業所(Ⅱ)(介護医療院)

１　なし　２　医師　３　看護職員　４　介護職員　５　理学療法士
６　作業療法士　７　言語聴覚士

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　５　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ　６　加算Ⅲ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　対応不可　２　対応可

１　なし　２　あり

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　３　加算Ａイ　６　加算Ａロ　４　加算Ｂイ　７　加算Ｂロ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

66
介護予防通所
リハビリテーション

１　病院又は診療所
２　介護老人保健施設
３　介護医療院

１　なし　５　加算Ⅰ　４　加算Ⅱ　６　加算Ⅲ

１　なし　６　加算Ⅰ　５　加算Ⅱ　２　加算Ⅲ　３　加算Ⅳ
４　加算Ⅴ

１　なし　２　加算Ⅰ　３　加算Ⅱ

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり

１　なし　２　あり
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